
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業） 

「高齢者施設における非常災害時における地域ネットワーク構築の促進及び 

訓練の実効性の確保に関する研究事業」 

 

高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために 

―非常災害対策計画作成・見直しのための手引き_ver2― 

2024（令和6）年 ３月 

一般財団法人 日本総合研究所 



 

 

（白紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

■目     次■ 

解説編 ....................................................................................... 1 

 

Ⅰ．高齢者施設・事業所において作成が求められる主な防災計画の整理 .............................. 4 

 

Ⅱ．本手引きが対象とする「非常災害対策計画」の概要 ............................................ 6 

１．本手引き作成・見直しの目的と留意点 ................................................. 6 

（１）災害時における避難の実効性を高めること（「避難時における入所者（利用者）の安全確保」）

等 ................................................................................ 6 

（２）地域住民や関係部署・機関との連携、協力、法人としての防災の取組の強化 .............. 8 

２．本手引きで取り上げる内容 ........................................................... 9 

３．本手引きの活用方法 ................................................................. 9 

 

Ⅲ．「非常災害対策計画」に盛り込む内容........................................................ 10 

１．計画作成の目的 .................................................................... 10 

２．計画の適用範囲 .................................................................... 10 

３．施設・事業所の立地条件の把握と災害予測 ............................................ 11 

４．施設・事業所の設備の理解、安全対策（通信手段の確保を含む） ......................... 14 

５．入所者（利用者）の避難方法に関する情報整理 ........................................ 17 

６．避難場所、避難経路、移動手段 ...................................................... 19 

７．避難を開始するタイミング、判断の考え方 ............................................ 23 

８．災害に関する情報収集、整理 ........................................................ 26 

９．災害時の人員体制、指揮系統の検討、整理 ............................................ 28 

10．連絡体制の整備 .................................................................... 30 

11．関係機関（自治体、関係団体等）、地域住民等とのネットワークづくり .................... 32 

12．備蓄品等の準備・確保 .............................................................. 37 

13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実施 ........................................ 39 

【参考】「計画作成・見直しの手順チェックリスト」 ....................................... 46 

 

Ⅳ.災害時の対応（行動手順） ................................................................. 51 

１．風水害、土砂災害 .................................................................. 51 

２．地震 ............................................................................. 55 

３．火災 ............................................................................. 58 

４．津波 ............................................................................. 61 

 

参考資料 .................................................................................... 65 

 

Ⅴ．記入様式（記入例） ...................................................................... 67 

 

Ⅵ．高齢者施設・事業所において作成が求められる防災計画等に関する参考資料 ..................... 84 

１．主な防災計画等の根拠法令等 ........................................................ 85 

２．計画に定めるべき項目 .............................................................. 86 

 

  



 

 

（白紙）  



 

 

は じ め に 

 昨今、日本全国地域を問わず、自然災害が激甚化・頻発化し、大きな被害が発生しています。本

年の始め 1月 1日には能登半島地震が発生し、復旧・復興の道のりは依然長いものであり、多くの

方々が過酷な避難生活を強いられています。今なお被災地で大変な思いをされている方々に心より

お見舞い申し上げます。 

停電による情報途絶や、道路寸断等による地域全体の孤立等が発生した能登半島地震から私たち

が学べることは、こうした大規模災害においては、全国どの地域で発生してもおかしくないことを

前提とした備えをしなければならないことといえます。 

そして、今後、さらなる高齢化や単身世帯の増加、災害の激甚化や頻発化等が進む中で、高齢者

施設・事業所は、地域の関係者（市町村担当部局や個別避難計画を作成する支援者等）と連携し、

地域の防災力向上にも寄与することが求められています。 

 こうした問題意識をもとに、本調査研究事業では、2021（令和 3）年 3 月に作成された「非常災

害対策計画作成・見直しのための手引き」（以下「R2年度手引き」）1で提案されていた「非常災害対

策計画」作成・見直しの目的である「災害時における避難の実効性を高めること（「避難時における

入所者（利用者）の安全確保」）」をより強化するため、「高齢者施設・事業所の防災力向上」を構成

する 3つの要素を目的に加えました。3つの要素とは、①職員の自助力向上、②地域住民や他施設・

事業所との連携構築・強化、③防災のひとづくり・仕組みづくりです（本手引き p.6参照）。 

 本調査研究事業では、今後も多発、そして深刻化・激甚化することが予測される自然災害への備

えとして、上記の要素をより強化する参考資料として、本手引き及び事例集（「日常にも災害時にも

安全・安心な地域と高齢者施設・事業所のネットワークづくり事例集～支え合いづくりのために～」）

を作成しました。こうした成果物が、各施設・事業所における「高齢者施設・事業所の防災力向上」、

「地域住民や他施設・事業所との連携構築・強化」の一助となりましたら幸いです。 

 同時に、市町村、都道府県、市町村社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会、事業者団体等の

みなさまにとっても、「地域防災の取組や体制構築の促進」に向けて、高齢者施設・事業所のみなさ

まとの関係構築や連携促進の契機としてお役立ていただけましたら幸甚です。 

 最後になりましたが、本事業ではアンケート調査及びヒアリング調査を実施し、ご多忙のなか、

全国の高齢者施設・事業所のみなさま、地域包括支援センターのみなさまにご協力いただきました。

この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。 

2024（令和 6）年 3月 

一般財団法人 日本総合研究所 

 

【本調査研究事業で作成した成果物】 

 「「高齢者施設における非常災害時における地域ネットワーク構築の促進及び訓練の実効性の確保に

関する研究事業」報告書」 

 「日常にも災害時にも安全・安心な地域と高齢者施設・事業所のネットワークづくり事例集～支え合

いづくりのために～」 

  「高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために―非常災害対策計画作成・見直しのた

めの手引き_ver2―」 
  

 
1 一般財団法人 日本総合研究所「非常災害対策計画作成・見直しのための手引き」,2021（令和 3）年 3月,「高齢者施

設における非常災害対策の在り方に関する研究事業」,令和 2年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等

事業）（https://www.jri.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/saigai_tebiki.pdf） 

以下のURLからダウンロードできます！ 

https://www.jri.or.jp/2023_saigai/ 



 

 

 

【「R2年度手引き」からの主な変更点】 

（１）近年の、高齢者施設・事業所の防災に関する社会や国の動向等についても記載。 

（２）非常災害対策計画策定義務のある施設・事業所に対して発出された解釈通知2にもとづいて、

当計画と他の防災に関する計画を一体的に策定することも可能とすることを記載。 

（３）「高齢者施設・事業所の防災力向上」の3要素（①職員の自助力向上、②地域住民や他施設・

事業所との連携構築・強化、③防災のひとづくり・仕組みづくり）を強化するため、参考事

例を掲載（「11. 関係機関（自治体、関係団体等）、地域住民等とのネットワークづくり」、「

13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実施」）。 

（４）高齢者施設・事業所は、各施設・事業所の入所者（利用者）及び職員の安全確保と業務継続

を実現するとともに、地域の防災力向上にも寄与することを想定した計画作成・見直しが求

められることを記載（特に、災害発生時には地域住民が避難してくることを想定した備えが

必要）。 

  

 
2 厚生労働省は、令和 6年度介護報酬改定において、非常災害対策計画の策定義務があるサービス種別に対し、「感染症

に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に

設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。」という記載を行っています（https://www.mhlw.

go.jp/stf/newpage_38790.html）。 

 主な種別の通知は以下のとおりです（「２．指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基

準について」（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221586.pdf）、「５．指定介護老人福祉施設の人員、設備

及び運営に関する基準について」（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221606.pdf））。 
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【本手引きで用いている用語3】 

用語 説明 

高齢者施設・事

業所 

本手引きでは、特に高齢者の入所（入居・宿泊）を伴う以下の施設・事業所を「高齢

者施設・事業所」とします。 

 特別養護老人ホーム（広域型、地域密着型） 

 介護老人保健施設 

 介護医療院（介護療養型医療施設） 

 養護老人ホーム 

 軽費老人ホーム（ケアハウス・A型・B型・都市型） 

 有料老人ホーム（（地域密着型）特定施設入居者生活介護の指定を受けているもの、

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。） 

 認知症高齢者グループホーム 

 小規模多機能型居宅介護事業所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 サービス付き高齢者向け住宅（有料老人ホーム非該当の住宅） 

非常災害対策計

画 

「非常災害対策計画」：介護保険法や老人福祉法等にもとづく基準において、火災（消

防）、水害、土砂災害、地震等、介護保険施設等の属する地域・地形を考慮して起こ

りうる災害に対処できる計画をいい、水害、土砂災害を含む計画を指します。※ 

※「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・

徹底について」（平成 28 年 9月 9日老総発 0909 第１号、老高発 0909 第１号、

老振発 0909 第１号、老老発 0909 第１号）、「要配慮者利用施設における避難に

関する計画作成の事例集（水害・土砂災害）」（平成 31年 3月第 3版、内閣府（防

災担当）、消防庁、厚生労働省、国土交通省、気象庁）を参考に作成。 

避難確保計画 

 水防法、土砂災害防止法等に基づいて、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸

水想定内に所在し、市町村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設（社

会福祉施設等）」に該当する施設・事業所が、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する

ための計画をいいます。 

業務継続計画

（BCP） 

BCP とは「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、①事業活動レベルの落

ち込みを小さくし、②復旧に要する時間を短くすることを目的に作成された計画書

です。 

BCP（ビー・シー・ピー）とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画

などと訳されます。 

※厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイド

ライン」,2020（令和 2）年 12月を参考に作成。 

福祉避難所等 

 「指定福祉避難所」：災害対策基本法施行令第 20条の 6第 1号から第 5号までに

定める基準に適合する施設。 

 「（協定等による）福祉避難所」：上記災害対策基本法施行令の基準には適合しな

いが、自然災害発生時に要配慮者の受入れについて、市町村と協定等を締結して

いる施設も広義の「福祉避難所」とされています。 

 
3 日本総合研究所作成 
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 「指定一般避難所」：災害対策基本法施行令第 20条の 6第 1号から第 4号までに

定める基準にのみ適合する施設。 

個別避難計画 

 高齢者や障害者など自ら避難することが困難な避難行動要支援者について、避難

の支援、安否の確認などの避難支援等を実施するための基礎とする名簿。 

 2013（平成 25）年の改正において災害対策基本法に位置づけたもの。 

※内閣府政策統括官（防災担当）, 2022（令和 4）年 3月、令和 3年度全国介護保

険・高齢者保健福祉担当課長会議資料,p.3を参考に作成。 
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Ⅰ．高齢者施設・事業所において作成が求められる主な防災計画の整理 

 介護保険法や老人福祉法に規定される高齢者施設・事業所には、防災に関する主な計画として、以

下が義務付けられています。 

 ①「非常災害対策計画」の作成及び避難訓練の実施 

 ②「消防計画」の作成等 

 また、介護サービス事業者は、令和 3年度介護報酬改定において「感染症や災害への対応力強化」

として、③「業務継続に向けた計画」の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）等が義務付け

られました4。 

さらに、令和 6 年度介護報酬改定において、非常災害対策計画の策定義務に該当する施設・事

業所（次頁表）については、「災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画につ

いては、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして

差し支えない。」という解釈通知 が発出されました（下記参照）。そのため、非常災害対策計画

の策定義務がある高齢者施設・事業所においては、業務継続計画（BCP）作成時にも、本手引きを

参考にすることが有用と考えられます。 

加えて、水防法や土砂災害防止法等、関係する法律の対象地域（p.2 表）に該当する施設・事業所

の場合、④「避難確保計画」の作成、市町村への提出及び避難訓練の実施が義務付けられています。 

整理をすると、非常災害対策計画の策定義務に該当する施設・事業所（次頁表）は、上記①②③④

の各計画の項目を網羅することで、高齢者施設・事業所において作成が求められる主な防災計画を一

体的に作成することが可能ということです。 

【「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」より抜粋5】 

（下線部分が改定箇所）  

 
4 厚生労働省老健局高齢者支援課「③令和 3年度介護報酬改定」における災害対策」「④「非常災害対策計画作成・見

直しのための手引き」について」,「２．介護施設等における防災・減災対策の推進について」,2022（令和 4）年 3

月, 令和 3年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料,p.18、23（https://www.mhlw.go.jp/content/123

00000/000908746.pdf） 
5 「５．指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」（https://www.mhlw.go.jp/content/1230

0000/001221606.pdf）） 

 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について 

（平成 12年３月 17日老企第43号）（抄） 

28 業務継続計画の策定等 

⑴ （略） 

⑵ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施

設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害

発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるも

のであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計

画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予

防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画に

ついては、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差

し支えない。 
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【非常災害対策計画の策定義務に該当する施設・事業所6】 

介護サービス 介護予防サービス 

通所介護 介護予防通所リハビリテーション 

通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 

短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 

短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 

地域密着型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 

小規模多機能型居宅介護  

認知症対応型共同生活介護  

地域密着型特定施設入居者生活介護  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

看護小規模多機能型居宅介護  

介護老人福祉施設  

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設  

介護医療院  

 

 

【高齢者施設・事業所において作成が求められる主な防災計画等の関係図（時間区分別）7】 

 

 

 

  

 
6 第 232回社会保障審議会介護保険給付費分科会「【資料 3】業務継続に向けた取組の強化等（改定の方向性）」,2023
（令和 5）年 11月 27日、p.16を参考に作成。 

7 日本総合研究所作成 

BCP 作成時にお
いても、本手引き
の活用が有効。 
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Ⅱ．本手引きが対象とする「非常災害対策計画」8の概要 

１．本手引き作成・見直しの目的と留意点 

（１）災害時における避難の実効性を高めること（「避難時における入所者（利用者）の

安全確保」）等 

 本手引きでは、「災害時における避難の実効性を高めること（「避難時における入所者（利用

者）の安全確保」）」を「R2年度手引き」から継続して重視、提案しています。 

 加えて、上記の目的をさらに強化するため、「高齢者施設・事業所の防災力向上」として 3つ

の要素があると考え、目的に加えました。そのため、まずは、その観点での、留意点を記載しま

す。 

 

【「非常災害対策計画」作成・見直しの目的】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 「防災マニュアル」「災害対応マニュアル」等、計画の名称は問いません。 

（１）災害時における避難の実効性を高めること（「避難時における入所者（利用者）の安全確保」） 

（２）「高齢者施設・事業所の防災力向上」（①職員の自助力向上、②地域住民や他施設・事業所

との連携構築・強化、③防災のひとづくり・仕組みづくり） 

（３）地域における役割の発揮 

①職員の自助力向上 

②地域住民や

他施設・事業所

との連携構築・

強化 

③防災のひと

づくり・仕組み

づくり 

「高齢者施設・事業所の 

防災力向上」の3要素 
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【「非常災害対策計画」作成・見直しにあたっての留意点①9】 

（１）「避難時における入所者（利用者）の安全確保」という目的実現のために、「非常災害対策計

画」作成・見直しをPDCAサイクルの一環に位置付け、定期的な計画見直しや避難訓練の実

施を計画に記載すること10 

（２）発災時、全職員が行動できるようにするために、作成の際は、施設内の全職種、全部門の

職員が参加できるような配慮が必要 

（３）発災時、全職員が行動できるようにするために、わかりやすい計画であること  （基本的

なルール、手順が図示される、箇条書きで書かれる等） 

（４）利用者の特性を把握し、情報伝達時や避難時などに、その特性に合わせた配慮を行うこと 

 

＜タイプ分けと具体的な対応策へのヒント＞ 

区分 具体的な対応策へのヒント 利用者特性によるタイプ分け 

情報の受信

に支援が必

要な方 

 目が不自由な利用者 

 耳が不自由な利用者 

 行動指示が正確に伝わらない利用

者(認知症、知的障害がある者など) 

 音声による誘導の検討 

 事前に情報伝達カードの準備 

 個別に避難誘導等介助者の確保 

情報の発信

に支援が必

要な方 

 言葉が不自由な利用者 

 耳が不自由な利用者 

 自分の意思を正確に伝えられない

利用者（幼児、認知症、知的障害が

ある者、精神障害がある者など） 

 避難誘導等介助者の確保 

 避難に係る細かい情報の提供 

 簡潔で具体的な指示 

移動に支援

が必要な方 

 車いすや歩行補助具を使用してい

る利用者 

 一人では移動できない利用者（寝た

きり等虚弱な利用者） 

  目が不自由な利用者 

 移動手段として介助者と用具の

確保（車いす、ストレッチャーな

ど） 

 避難誘導等介助者の確保 

判断に支援

が必要な方 

  状況の理解や判断が困難な利用者

（認知症、知的障害がある者、精神

障害がある者、幼児、低学年児童な

ど） 

 適切な指示と誘導をする介助者

の確保 

 施設入所児童の登下校時の安全

の確保 

 

  

 
9 山口県健康福祉部「福祉・医療施設防災マニュアル作成指針（令和 5年 5月一部改正）」,2023（令和 5）年 5月）（h

ttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/149725.pdf）p.3を参考に作成。 
10 本手引きの各ページに掲載している「まずはチェック！」に掲載しているチェック項目や「【参考】「計画作成・見

直しの手順チェックリスト」」（p.46～50）を参照。 
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（２）地域住民や関係部署・機関との連携、協力、法人としての防災の取組の強化 

 近年の大規模災害を受けて、高齢者施設・事業所には、地域での役割（地域住民の安心・安全な避

難場所の確保、安心・安全な避難生活の支援、地域の防災力向上）を発揮する期待も高まっています。 

例えば、令和元年台風 15号、19号や、令和 6年元旦に発生した能登半島地震では、施設・事

業所が避難をしてきた地域住民を受け入れたり、浸水した施設等の泥のかき出しや掃除、消毒等

を住民が行ったりといった、相互に支え合っている事例が多く見受けられます11 12 13。こうした

事例からは、災害発生時、高齢者施設・事業所は、地域住民の避難先としての備えや地域と支え

合って（地域住民の力を借りて）災害を乗り越えることを想定した備えの必要性が示唆されます。 

また、令和 3年 5月、災害対策基本法が改正され、市町村による個別避難計画の作成が努力義

務化されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改定されました。 

今後、さらなる高齢化や単身世帯の増加、災害の激甚化や頻発化が進む中で、高齢者施設・事

業所は、地域の関係者（市町村担当部局や個別避難計画を作成する支援者等）と連携、協力しな

がら、地域の防災力向上にも寄与することが求められています。 

そして、各施設事業所が上記の役割を発揮するには、法人としての防災の取組の強化も不可欠

です。法人としての業務継続方針が重要な位置づけに置かれることで、地域の防災力向上にも寄

与する施設・事業所の各種計画がより一層強化されると考えます。 

【「非常災害対策計画」作成・見直しにあたっての留意点②】 

（１）地域住民の避難先としての備えや、地域と支え合って地域住民の力を借りて）災害を乗り越

えることを想定すること 

（２）市町村担当部局や個別避難計画を作成する支援者等と連携、協力すること 

  例： 

・自施設・事業所が避難行動要支援者の避難先として指定されている場合、避難行動要支援者に関す

る基礎情報や避難経路、避難手段、準備物品等に関する情報共有、役割分担等を行う14。 

・自施設・事業所が福祉避難所等として指定（協定締結）されている場合、「福祉避難所の確保・運営ガ

イドライン」（令和3年5月改定）を参考に、記載の加除修正を行う。 

・得られた情報をもとに、自施設・事業所の非常災害対策計画と照らし、不足分を補ったり、法人内の

他施設・事業所等との連携、協力体制を構築する。 

（３）上記（１）（２）の目的達成のために、地域における日常的な取組や関係づくりを重視すること 

（４）特に、地域における日常的な取組や関係づくりを重視するには、法人・施設・事業所におけ

る人材育成の観点から、現場職員の参画を促すこと力向上にも寄与すること  

 
11 社会福祉法人福祉楽団「福祉楽団が学んだ未来への備え～2019年台風災害の記録と検証～」,2020（令和 2）年 8

月）（https://www.gakudan.org/assets/dl/news/typhoon-report2019.pdf） 
12 ケアニュース シルバー産業新聞,「能登半島地震 災害に向き合う施設 震度７・志賀町 震度６強・七尾

市」,2024（令和 6）年 2月 14日,（https://www.care-news.jp/news/Ol0wU） 
13 東京新聞 WEB,「台風 19号被害から 1週間 1階浸水の中原・宮内地区の介護施設」, 2019（令和元）年 10月 19日

（https://www.tokyo-np.co.jp/article/9798） 
14 特に、自施設・事業所と同一及び隣接の建物で、訪問系、通所系、短期入所系のサービスを実施している場合、要
配慮者の避難先や福祉避難所等の指定等を受けることが多いと想定される。 
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２．本手引きで取り上げる内容 

 本手引きでは、「非常災害対策計画」と「避難確保計画」を一体的に作成・見直しを検討され

る場合に活用していただくことを想定しているため、わかりやすい表現・用語を用いて、両計画

で盛り込む必要のある項目を整理します。 

また、業務継続計画（BCP）作成時の参考となるよう、「介護施設・事業所における自然災害発

生時の業務継続ガイドライン」15をもとに整理した項目も掲載します。 

 

【「非常災害対策計画」と「避難確保計画」、「業務継続計画（BCP）」16の項目の整理】 

 
 

 

３．本手引きの活用方法 

 本手引きでは以下について掲載しています。新たに「非常災害対策計画」を作成する施設・事業所

の方、既存の「非常災害対策計画」がある施設・事業所の方も、各施設・事業所の状況をふまえて、

適宜ご活用いただければと思います。 

 ・「非常災害対策計画」作成・見直しの作成手順と留意点等及びチェックリスト 

 ・「非常災害対策計画」の作成・見直しの際に活用いただくための記入様式や各種参考様式集

（弊所 HPから Word及び Excel形式でダウンロード可能）  

 
15 厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」,2020（令和 2）年 12月

（https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf）を参考に作成。 
16 前掲 16のガイドラインのうち、以下の項目は本手引きでは取り上げていない。 

１．総論：「平常時の災害対策の推進体制」、「優先業務の選定（優先する事業、事務、優先する業務等の設定）」 

２．平常時の対応：「BCPの検証・見直し（検証プロセスや見直し時期を決めている）」、「資金手当て（火災保険・

緊急時のための現金準備等）」 

３．緊急時の対応：「BCP発動基準（震災の場合の基準、水害の場合の基準）」、「行動基準（災害発生時の個人の行

動基準）」、「利用者の安否確認方法」、「職員の安否確認方法や参集基準」、「復旧対応（破損個所の確認、業者連

絡先一覧の整備）」、「重要業務の継続方法」、「職員の管理（休憩・宿泊場所、勤務シフト等）」、「情報発信（関

係機関・地域・マスコミ等）の方法や方針」 

５．地域との連携：「災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録」、「福祉避難所の運営

（福祉避難所の指定や開設の事前準備等）」 

 ○通所・訪問・居宅介護支援サービス固有事項 
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Ⅲ．「非常災害対策計画」に盛り込む内容 

１．計画作成の目的  

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】17 
  チェック 

1 
（新しく「非常災害対策計画」を作成する場合） 

計画作成の目的をどのように位置づけますか。 
 

2 
（すでに「非常災害対策計画」を作成済みの場合） 

計画の目的を明記していますか。 
 

 

２．計画の適用範囲  

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 計画の対象となる入所者（利用者）の範囲を明確にしていますか。  

2 計画の対象となる職員の範囲を明確にしていますか。  

3 
災害発生時に応援要請が可能な人数を確認していますか。（地域住民、団体・
企業等）（外部の避難支援者） 

 

4 計画で対象とする災害の種類を明確にしていますか。  
 
 

 
17 「まずはチェック！」に掲載しているチェック項目は、以下の資料等をもとに作成しています。また、「【参考】「計

画作成・見直しの手順チェックリスト」」（p.46～50）で一覧にまとめています。 

・「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について」（平成 28年 9月 9

日、老総発 0909第 1号、老高発 0909第 1号、老振発 0909第 1号、老老発 0909第 1号、厚生労働省老健局総務課

長、高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長） 

・「社会福祉施設における避難確保計画の緊急点検実施について（依頼）」（令和 3年度 2月 24日、国水環防第 32号、

国水砂第 109 号、老高発 0224第 2号、子子発 0224第 1号、社援保発 0224第 1号、障障発 0224第 1号、国土交通

省水管理・国土保全局河川環境課長、国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課長、厚生労働省老健局高齢

者支援課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長、厚生労働省社会・援護局保護課長、厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課長） 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・この計画の適用範囲を記載します。 

・適用対象とする入所者（利用者）数について、日中・夜間帯別に記載します。 

・適用対象とする職員数について、日中・夜間帯別に記載します。 

・また、地域住民のほか、災害協定を結んでいる団体・企業など、災害発生時に応援要請が

可能な人数を確認しておきます（外部の避難支援者）。 

 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・施設・事業所の立地条件や利用者特性、運営方針と整合性を保ち、計画作成の目的を記載

します。 

・高齢者施設・事業所に義務づけられている「非常災害対策計画」、「消防計画」のほか、浸水

や津波、土砂災害等の災害警戒区域等に立地する場合には「避難確保計画」も含めた一体

的な作成が効果的です。 
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３．施設・事業所の立地条件の把握と災害予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 

施設・事業所の立地条件について、定期的に確認していますか。 

※施設・事業所が浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内に所在し、

市町村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設（社会福祉施

設等）に該当している場合、「避難確保計画」の作成が義務付けられています。 

 

2 
市町村等が作成している地域防災計画やハザードマップを定期的に確認してい

ますか。 
 

3 建物の被災リスクや危険箇所について、定期的に把握・確認していますか。  

4 
施設・事業所の立地環境や建物等の災害リスクについて、防災の専門家等から

助言を得る機会はありますか。 
 

 

【参考：水害、土砂災害に関する情報源（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画作成時、もともとこの地域に住んでいた区長さんや町内会長さんから

この地域のあの場所は、昔どういうふうに浸水した等ご助言をいただき、

現実に即した計画を作成することができました。（ヒアリング調査より） 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・施設・事業所の立地場所（周囲の環境）によって、予測する必要のある災害も異なります。

施設・事業所がどんな場所に建っているのか、どんな災害の危険性があるかをしっかり

把握しましょう。 

・各市町村が作成する地域防災計画やハザードマップ等を入手したり、消防署や地域に長

く住む住民の方から話を聞いたりして、施設・事業所の立地条件について確認しておき

ましょう。 

 

・水害：洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域 

 ☞市町村地域防災計画から確認できます。 

 

・土砂災害：土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険

箇所、地すべり危険箇所、雪崩危険箇所 

 ☞都道府県が公表している土砂災害警戒区域や市町村が作成しているハザードマップ等を

参考に確認できます。 

 

※「国土地理院ハザードマップポータルサイト」からも確認することが可能です。 
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【参考：国土地理院ハザードマップポータルサイトを活用した災害リスクの把握】 

＜１＞「重ねるハザードマップ」の活用 

  国土地理院ハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」では、施設の住所を入

力することで、施設周辺の４種類（洪水、津波、土砂災害、津波）の災害リスク情報を地図に重

ねて表示することができます。 

  「重ねるハザードマップ」で表示される災害リスク情報は以下の表のとおりです。また、災害の種

別ごとに市町村が指定する「指定緊急避難場所」を表示することができます。 

 

＜ハザードマップポータルサイトの画面（https://disaportal.gsi.go.jp/）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「重ねるハザードマップ」で表示される情報18＞ 

災害の種別 表示される災害リスク情報 

洪水 
洪水浸水想定区域（想定最大規模、計画規模（現在の凡例）、計画規模（旧
凡例））、浸水継続時間（想定最大規模）、航空写真、指定緊急避難場所 

土砂災害 
土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）、航空写真、指定
緊急避難場所 

高波 高潮浸水想定区域、航空写真、指定緊急避難場所 

津波 津津波浸水想定、航空写真、指定緊急避難場所 

  

 
18 国土地理院「重ねるハザードマップ操作マニュアル」,2023（令和 5）年 5月（https://disaportal.gsi.go.jp/haza

rdmapportal/hazardmap/pamphlet/sousa2.pdf） 

 
施設の住所

を入力 

 
災害の種

類を選択 
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 ＜２＞「わがまちハザードマップ」の活用19 

  国土地理院ハザードマップポータルサイトの「わがまちハザードマップ」では、地図から施設

の場所を選択したり、施設がある市町村を入力することで、各市町村が作成・公表しているハザ

ードマップを検索・閲覧して、施設周辺の洪水、津波及び土砂災害等の各種災害リスクの範囲及

び指定緊急避難場所等の情報を確認することができます。 

 

＜ハザードマップポータルサイトの画面（https://disaportal.gsi.go.jp/）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
19 国土地理院「わがまちハザードマップ操作マニュアル」,2023（令和 5）年 5月（https://disaportal.gsi.go.jp/ha

zardmapportal/hazardmap/pamphlet/sousa1.pdf） 

 
「都道府県」と「市区町村」、「ハザ

ードマップの種類」を選択 

 
地図から施設

の場所を選択 
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４．施設・事業所の設備の理解、安全対策（通信手段の確保を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

■共通対策 

  チェック 

1 施設・事業所の設備等について、定期的な点検を行っていますか。  

2 
災害に関する情報を入手できる機器等を備えていますか。また、実際に利用する
ことができますか。 

 

3 複数の通信手段やバッテリーを確保していますか（電話、携帯電話、SNS、メール等）。   

4 不測の事態に備えて公衆電話の場所を確認していますか。  

5 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、設備等の確認、見直しを行っていますか。  

■火災対策 

  チェック 

1 
施設・事業所のすべての職員が、火災が発生した際の初動対応を理解しています

か。また、手順どおりの行動ができるように訓練していますか。 
 

2 
施設・事業所のすべての職員が消火器等の設置場所や扱い方を把握しています

か。また、実際に扱えるように訓練していますか。 
 

3 消火設備（消火器、スプリンクラー等）の点検や更新を定期的に行っていますか。  

4 ガス機器や石油機器の点検や更新は定期的に行っていますか。  

■地震対策 

  チェック 

1 耐震化診断を受けていますか。その結果に基づいて補強を行っていますか。  

2 
天井からの落下物対策を行っていますか。鎖等で補強していますか。 

（照明器具、壁掛け時計等） 
 

3 
備品等の転倒防止策を行っていますか。金具等で固定していますか。 

（机、キャビネット、ロッカー、書棚、冷蔵庫等） 
 

4 家電製品などの転倒・落下防止対策を行っていますか。  

5 高所に物を置いていませんか。入所者（利用者）に注意を促していますか。  

6 
出入口や非常口、通路に物を置いていませんか。入所者（利用者）に注意を促し

ていますか。 
 

7 窓ガラス等の飛散防止対策を行っていますか。  

8 門やブロック塀などの転倒防止や補強を行っていますか。  

  

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・施設・事業所の設備の理解、安全対策をふまえ、入所者（利用者）の適切な避難方法や避難
場所、避難を開始するタイミングや判断の考え方を検討しましょう。 

・災害発生時には、建物等の損傷や家財の転倒、ガラスの飛散などが発生する可能性があ
ります。日頃からの安全対策を心がけましょう。 

・停電時には、ラジオ、タブレット、携帯電話等を活用して情報収集することになります。こ
うした状況に備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄しておきましょう。 
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■停電対策 

  チェック 

1 
停電等で明かりを確保できない場合に備えて、懐中電灯、予備の電池、ヘッドラ

ンプ、ランタン等の準備はできていますか。 
 

2 停電等で水道が使えない時に備えて、必要最低限の飲料水や生活用水の備蓄はできていますか。   

3 停電時に備えて、非常用自家発電設備、可搬式（ポータブル）自家発電設備を整備していますか。  

4 非常用自家発電設備等で稼働可能な機器、稼働可能時間を把握していますか。  

5 
非常用自家発電設備等の燃料確保について、事業者と協定等を結ぶなどの工夫を

行っていますか。 
 

6 
冬期の災害に備えて、石油ストーブ、毛布、携帯カイロ、防寒具等の準備はでき

ていますか。 
 

7 
停電時でも災害に関する情報を入手できる機器等を備えていますか。また、実際

に利用することができるか、定期的に確認していますか。 
 

■風水害対策、浸水対策 

  チェック 

1 
長時間の浸水に備え、浸水しない高さのスペースや居室等があることを確認して
いますか。また、電気、ガス、水道、トイレが一定期間使用不可になることへの
対応策をとっていますか。 

 

2 
浸水対策として、通信手段や可搬式（ポータブル）自家発電設備を高い場所（2階

以上の建物であれば 2階以上）に置いていますか。 
 

3 定期的に、施設・事業所内の排水溝の点検を行っていますか。  

4 定期的に、施設・事業所内の樹木の剪定を行っていますか。  

 

【参考：施設・事業所内の設備チェックリスト（例）20】 

 ・定期的に施設・事業所内の設備の安全を確認するために、予め職員全員で確認する項目をピック
アップし、リストを作成しましょう。 

 ・状況確認にとどまらず、改善に向けた対応方針（期限、担当者、内容等）を決めることが重要で
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
20 前掲 10,p.20 
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【参考：施設・事業所内の安全対策チェックリスト（例）21】 

 ・定期的に施設・事業所内の安全を確認するために、予め職員全員で確認する項目をピックアップ

し、リストを作成しましょう。 

 ・状況確認にとどまらず、改善に向けた対応方針（期限、担当者、内容等）を決めることが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：施設・事業所周辺の安全点検チェックリスト（例）22】 

 ・定期的に施設・事業所周辺の安全を確認するために、予め職員全員で確認する項目をピックアッ

プし、リストを作成しましょう。 

 ・状況確認にとどまらず、改善に向けた対応方針（期限、担当者、内容等）を決めることが重要で

す。 

 

 

 

 

  

 
21 前掲 10,p.20 
22 前掲 10,p.21 
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５．入所者（利用者）の避難方法に関する情報整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 入所者（利用者）情報や家族等の連絡先について、定期的に更新していますか。  

2 
災害が発生した時に備え、入所者（利用者）一人ひとりに適した避難方法を定
期的に確認・更新していますか。 

 

3 
災害が発生した時に備え、入所者（利用者）一人ひとりに適した避難方法につ
いて、誰でもわかりやすい方法で表示する工夫をしていますか。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

居室のドアの上やベッドに入所者（利用者）の避難方法をシールで貼

っておくと、避難の応援に来てくれた外部関係者（消防、自治体職

員、地域住民等）にも、一目で理解していただける可能性が高まりま

すね！（検討委員会委員より） 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・入所者（利用者）の状態像の変化、利用者の入れ替わり等をふまえ、定期的に利用者の避

難方法に関する情報を確認、更新しましょう。 

・消防や近隣住民などが避難の応援に来た際に、一目で入所者（利用者）一人ひとりの避難

方法が分かるようにしておくことが重要です。 

※「避難時における入所者（利用者）の安全確保」という点に照らして、本手引きでは入所

者（利用者）の避難方法に特化した情報整理を重視して記載しています（「避難先でのケア

の継続に必要な情報」は、記載していません）。 
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【参考：「入所者（利用者）の避難情報リスト」（例）】 

・確認（更新）時期：可能であれば以下の時期を設定することが望ましいと考えられます（少なくと

も半年に 1回）。 

 －入所者（利用者）の入れ替わり後 

 －介護度変更後 

・作成単位：各フロア、各ユニット単位での整理が、見やすく、整理しやすいと考えられます。 

・色分けの区分例： 

 ：独歩（自立歩行可能） 

 ：車いす 

 ：ベッド／担架（全介助） 

・活用方法例 

 ✓「避難訓練記録シート」（本手引き p.40、41）に反映させ、避難訓練時に活用する。 

 ✓発災時には、避難の応援に来てくださった方にお渡しする。 
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６．避難場所、避難経路、移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

■避難場所 

  チェック 

1 
災害の状況に応じて避難先を選択できるよう、複数の避難場所を確保できていま
すか。（浸水被害、土砂災害、津波等） 

 

2 
安全な避難先を確保し、避難先の了解を得ていますか。（市町村が指定する指定
緊急避難場所については、確認不要） 

 

3 

急激な災害に備えて、自施設・事業所内外に緊急的に一時避難が可能な安全な場

所を確保できていますか。 

（急激に災害が切迫し、立退き避難が安全にできない場合も想定されるため、その際
に、少しでも被害を受けにくい高い場所や斜面の反対側の部屋に緊急的に移動する
等の方法についても確認する）。 

 

4 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難場所の見直しを行っていますか。  

■避難経路 

  チェック 

1 
想定している避難場所への避難経路を定めていますか。 

（立退き避難の場合、上階への避難の場合） 
 

2 定期的に、想定している避難経路上に危険箇所がないか確認していますか。  

3 避難場所までの避難経路図を作成していますか。  

4 想定している避難経路が危険な場合に備え、代替ルートを定めていますか。  

5 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難経路の見直しを行っていますか。  

■移動手段 

  チェック 

1 

立退き避難をする際に、入所者（利用者）を搬送する車両は確保できていますか。 

施設・事業所のみでは車両が不足する場合、近隣住民や企業等に応援を依頼でき

るような体制を整えていますか。 

 

2 避難先への搬送に際し、各車両への入所者（利用者）の割り振りは想定していますか。   

3 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、移動手段の見直しを行っていますか。  

 

  

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・災害の状況や施設の立地、利用者の状態像等を勘案し、複数の避難場所、避難経路、移動

手段を検討、確保しましょう。 

・気象台や市町村の防災部局等から施設・事業所の立地や安全な避難経路等に関する情報

を入手し、安全と思われる避難場所や避難経路を選びましょう。 

・利用者の避難方法の確認・更新に伴い、各避難場所への避難を想定した移動時間の計測

を行いましょう。 
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■避難完了までの所要時間 

  チェック 

1 
入所者（利用者）一人ひとりの避難方法に基づいた一時避難場所までの所要時間
を確認していますか。また、それを踏まえた避難方法の見直し等を計画に記載し
ていますか。 

 

2 
立退き避難の際、入所者（利用者）全員が避難場所に到着するまでの所要時間を

確認していますか。 
 

3 
上階への避難の際、入所者（利用者）全員が避難場所に到着するまでの所要時間

を確認していますか。 
 

 

 

【参考：「タイムライン」の作成23】 

⚫ 「タイムライン」作成の意義 

「タイムライン」は、情報収集や情報伝達、体制確立、装備品等の準備、避難誘導の実施などの

防災行動を時系列で考え表形式等により事前に整理しておくものです。タイムラインを作成するこ

とは、施設職員や施設利用者、地域住民等の避難支援協力者が、自身がとる避難支援行動を時系列

的に把握し理解するための一助となるものです。 

⚫ 「タイムライン」作成にあたっての留意点 

 「タイムライン」は、多くの施設職員等が参加して作成することが望ましいといえます。 

 「タイムライン」は、災害のパターンや避難先、日中や夜間といった避難する時間帯、施設の

特性などに応じて、複数のケースのものを作成しておくことが必要です。作成したタイムライ

ンは、避難確保計画とともに、平時から施設職員や避難支援協力者等に訓練や防災教育を通じ

て共有しましょう。 

 想定外の事態になった場合に備えて、避難訓練を重ねて、災害対応力を高めていくことが重要

です。 

 

  

 
23 国土交通省 水管理・国土保全局「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き（洪水、雨水出

水、高潮、土砂災害、津波）,2022（令和 4）年 3月,p.62-64（https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai

/jouhou/jieisuibou/pdf/tebiki.pdf） 
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＜（参考）タイムラインの記載手順24＞ 

 

  

 
24 前掲 24 

⑦ 

⑥ 
④ 

⑤ 

③ 

② 

① 

⑧ 

※想定時間は避難訓練を通して適切かどうか必ず確認する。 
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【参考：「避難経路図」（例）25】 

・安全かつ確実な避難誘導を行うため、建物内の避難経路図や避難場所までの避難経路図（マップ）

を作成し、職員及び入所者（利用者）に周知しましょう。 

・避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難場所、避難経路、移動手段の見直しを行った場合、避

難経路図も更新しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
25 前掲 10,p.12 
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７．避難を開始するタイミング、判断の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 
災害の種類や程度に応じて避難を開始する時期や基準を定めていますか。また、

その基準はすべての職員に共有できていますか。 
 

2 
夜間帯や暴風時等における避難開始の判断基準を定めていますか。また、その基

準はすべての職員に共有できていますか。 
 

3 

入所者（利用者）の負担を考慮した避難手順等を検討していますか。 

例：持ち出し品のみを車に積み込んだり、避難先に先に移送する、入所者（利用者）

の健康状態に応じて避難開始のタイミングを分けること等 

 

4 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難開始時期や判断方法の見直しを行っ

ていますか。 
 

【参考：避難の判断の参考となる情報（例）26】 

・2019（令和元）年の出水期（6月頃）から、水害・土砂災害に関する防災情報の伝え方が、地方公共

団体が発令する避難勧告等の避難情報と防災気象情報等を連携させた情報発信の方法（＝「警戒レ

ベル」）に変更されました。 

・「警戒レベル 3」は、市町村が発令する「避難準備・高齢者等避難開始（避難に時間のかかる高齢者

等の要配慮者は立退き避難をする）」に相当します。 

 

 

 

 

 

  

 
26 内閣府「「警戒レベル 4で全員避難!!」（パンフレット）」（https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hin

ankankoku_guideline/pdf/level4.pdf）より一部抜粋。 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・ニュースや市町村の防災部局等から避難に関する情報を入手したときや、施設・事業所及
び周辺で普段と異なる状態を発見したとき等、早めに避難を開始できるよう、避難開始時
期や判断基準を定めておきましょう。 

・早朝や夜間帯等、職員数が少ない時間帯でも、すべての職員が同じ判断と行動ができるよ
う、施設・事業所でルールを定めて共有し、定期的に確認しましょう。 
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【参考：避難の判断の参考となる情報（例）27】 

 

 

【参考：災害種類別に避難を開始する時期、判断基準（例）28】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
27 前掲 27より一部抜粋 
28 栃木県保健福祉部高齢対策課「高齢者施設における風水害対策計画【作成例】」2017（平成 29）年 1月（https://ww

w.pref.tochigi.lg.jp/e03/husuigai-sakuseirei.html） 
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【参考：施設・事業所内／外避難の判断（例）】 

・災害時には状況に応じた避難場所や避難のタイミングに関する判断が求められます。 

・複数の自治体の防災計画作成等の手引き（マニュアル）からは、施設・事業所内／外避難の判断は、

以下のように整理されます。 

 －屋内：立地条件や災害の状況等により、施設・事業所内が安全と判断される場合、施設・事業所

内の安全な場所に避難 

 －屋外：施設長等が施設内に留まることが危険と判断した場合は屋外に避難 

・施設・事業所の管理者（管理者が不在の場合には職員）が上記のような判断に迫られた場合でも、

適切な判断と行動ができるよう、「非常災害対策計画」にもとづいて日頃からの準備（防災情報に関

する理解や、災害に応じた複数の避難場所の確保等）を行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇状況に応じた避難先の選定 

①施設内での待機 

 立地条件及び気象の状況等から、施設内

が安全と判断される場合には、施設内の

安全な場所で待機する。 

②避難場所の選定 

 市町村対策本部から避難指示がある場合

や、施設長が、施設の立地条件等により

施設内に留まることが危険と判断した場

合には、周囲の状況を確認し、事前に選

定した避難場所のどこへ避難するか判断

する。 

出典：「社会福祉施設におけるモデル避難計画【自然

災害対策編】」（平成 26 年 11 月、長崎県福祉保健部

作成） 

◇入所者を施設外に避難させる場合 

(1) ○×○×施設において施設外に避難す

る場合は、次による。 

① 建物内に避難場所を確保することが困

難なとき 

② 建物が倒壊するなどの危険が及ぶとき 

出典：「（別添 4）土砂災害(河川の氾濫)対応マニュア

ル」（平成 28年 9月 6 日第 2 版制定、神戸市老人福

祉施設連盟災害対策委員会）_「介護保険施設等にお

ける利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の

強化・徹底について」（平成 28 年 9 月 9 日、老総発

0909第 1号、老高発 0909第 1号、老振発 0909第 1

号、老老発 0909第 1号、厚生労働省老健局総務課長、

高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長） 
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８．災害に関する情報収集、整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 情報収集担当者を決めていますか。  

2 
災害発生の危険があるときに、どの機関からどのような情報を収集するか明確

にしていますか。 
 

3 収集した情報を職員間で共有する仕組みを整えていますか。  

4 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、情報収集方法や情報共有方法の見直し

を行うことを計画に記載していますか。 
 

 

 

 

  
被災時、適切に行動するためには、情報を冷静に判断、分析

する必要があります。SNS は情報の受発信に役立ちますが、

災害時は情報が錯そうし、デマも多いので、注意が必要だと

感じました。（ヒアリング調査より） 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・情報収集は、災害に対する警戒避難体制をとるための重要な役割です。あらかじめ、収集

する情報と入手手段を確認しておきましょう。 

・情報収集の担当者は、気象情報や災害情報等、テレビ、ラジオ、インターネットのほか、

Twitter 等のＳＮＳ等を活用し、積極的に情報収集することが重要です。その際、発信元

の信頼性について、留意が必要です。 

・行政機関やマスコミ等から提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路

の状況、斜面等に危険な前兆がないか等の確認を、安全に配慮して危険な場所に近づか

ないよう施設内から行いましょう。 

・収集した情報は、職員間で共有しましょう。 
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【参考：収集する情報の種類及び収集方法（例）】 

 
・気象情報や避難情報等必要な情報を入手するため、情報収集すべき項目を整理し、その入手先や

情報収集担当者、具体的な入手方法を決めておきましょう。 

・また、土砂災害に関する主な前兆現象として、以下のようなものがあります。施設・事業所の周

辺で発生する可能性がある前兆現象を理解し、その確認方法も整理しておきましょう（本手引き

p.11～13参照）。 

＜主な情報及び収集方法29＞   

 
29 前掲 24を参考に作成。 
30 下水道管理者：都道府県、市町村 
31 河川管理者：国（国土交通省）、都道府県 
32 下水に関する情報は、気象庁のウェブサイトでは公表されない。 

収集する情報 情報（例） 収集方法（例） 

【防災気象情報（気象

庁）】 

 早期注意情報（警報級の可能性） 
 洪水注意報、洪水警報 
 大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報 
 高潮注意報、高潮警報、高潮特別警報 
 キキクル（大雨・洪水警報の危険度分布）  テレビ、ラジオ 

 気象庁ウェブサイト30、

都道府県のウェブサイ

ト 

 防災アプリ 

 市町村のメール通知サ

ービス 等 

【防災気象情報（河川

管理者31・気象庁共同）】 

・洪水予報 
氾濫注意情報 
氾濫警戒情報、氾濫危険情報 
氾濫発生情報 

【防災気象情報（都道

府県・気象庁共同）】 
・土砂災害警戒情報 

【津波情報（気象庁）】 ・津波注意報、津波警報、大津波警報 

【防災気象情報（下水

道管理者32）】 

・内水氾濫危険情報 

（水位周知下水道において発表される情
報） 

【避難情報（市町村）】 
・警戒レベル 3 高齢者等避難 
・警戒レベル 4 避難指示 
・警戒レベル 5 緊急安全確保 

テレビ、ラジオ、インター

ネット（市町村のウェブサ

イト）、防災無線、エリア

メール・緊急速報メール、

サイレン、広報車、パトロ

ール、消防団の声掛け等 

【避難先の開設状況

（市町村）】 

指定緊急避難場所や 
指定（福祉）避難所の開設状況 

・テレビ、ラジオ 

・市町村のウェブサイト 

・市町村へ電話問い合わ

せ 等 

路の通行止め情報 － 
・日本道路交通情報セン

ターのウェブサイト 等 

その他 
施設周辺の浸水状況 
施設周辺における土砂災害の前兆現象 

施設職員による目視（ただ

し、安全に配慮して危険な

場所に近づかないよう施

設内から実施） 

 排水施設の稼働状況 
市町村からの FAX（事前に

調整） 
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９．災害時の人員体制、指揮系統の検討、整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 
災害発生時の職員の役割を明確化していますか。また、すべての職員がそれぞれ

の役割を理解できるような取組（周知や訓練等）を定期的に行っていますか。 
 

2 統括責任者やリーダー不在時に備え、代理者を決めていますか。  

3 夜間帯など職員数が少ない時間帯での対応手順等を定めていますか。  

4 災害の種類や程度に応じた職員の参集基準を定めていますか。  

5 夜間や休日における避難支援要員の確保策を検討していますか。  

6 通所事業所を併設している場合、休業等の基準を決めていますか。  

7 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、職員の役割分担や参集基準等の確認、見

直しを行っていますか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・統括責任者のもと、適確な情報収集、伝達、迅速な避難行動ができるように、「誰が何をするの

か」を明確にし、必要な業務を実施できる人員を確保しておくことが重要です。 

・夜間など、平日の日中に比べて、職員の数が少ない場合の対応策も検討しておきましょう。 

・夜間や休日に、災害関連情報が発表された場合における職員の参集基準を定めておきましょ

う。 

・また、災害の状況が悪化した段階になると、交通の停止等により、職員が施設・事業所に駆け

付けることできないおそれがあるため、夜間や休日における避難支援要員及び外部の避難支

援者の確保策を検討しましょう。 

 

・あわせて、通所施設等を併設している施設の場合、臨時休業等の基準も作成しておきましょ

う。 

 

 

 

 

 事前に決めておいた体制を確保することが難しく、少ない職員で役割
分担をする場合、1 人が複数の役割を担うことになります。その場合、
まず、救護・看護班、避難誘導班、情報連絡班を立ち上げるようにし、
早急に災害に対応できる初動態勢を確立しましょう。 
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【参考：職員の役割分担（例）33】 

 ・役割分担の班別で行うべき業務をできるだけ具体的に定め、職員に周知しておきましょう。 

 ・総括責任者が不在の際に災害への対応を迫られる場合もあるので、代行者や代行者不在の際の

第２、第３の代行者など、複数の責任者を定めておきましょう。 

 ・夜間など、平日の日中に比べて、職員の数が少ない場合の対応策も検討しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：職員の参集基準（例）34】 

 ・休日や夜間等の職員配置が少なくなる時間帯に災害が発生した場合や、災害規模が大きい場合

等でも避難の判断や対応ができるよう、職員の参集基準を定めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
33 前掲 10,p.5 
34 前掲 10,p.7 
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10．連絡体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 速やかに職員への連絡が可能な方法を整えていますか。  

2 
速やかに市町村や消防その他の防災機関等に連絡できるよう、一覧表を作成し

ていますか。 
 

3 職員や入所者（利用者）家族の連絡先を定期的に確認していますか。  

4 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、職員や入所者（利用者）、家族、関係機

関への連絡方法を定期的に確認、見直していますか。 
 

【参考：緊急連絡先一覧表（例）35】 

 ・緊急事態発生時や急激に災害が切迫し、安全な立退き避難が難しい場合に、速やかに連絡、通報

ができるよう、自治体、消防その他の防災関係機関等の連絡先一覧表の例です。 

 ・設備等のメンテナンス会社や地域の協力者、橋梁施設等の連絡先も記入しておくと、迅速な初動

対応の実効性が高まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
35 前掲 10,p.6 

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・状況に応じて職員が速やかに集合できるよう、固定電話や携帯電話のほか、メールの一斉配信

やSNSの活用なども整えましょう。 

・緊急事態発生時や急激に災害が切迫し、安全な立退き避難が難しい場合に、市町村や消防その

他の防災機関等に対して速やかに連絡・通報できるよう、連絡先を一覧で整理しておきましょう

（日中・夜間帯別）。 

・また、利用者家族への連絡先や連絡手段についても、一覧で整理しておきましょう。非常時に

は、電話回線がつながりにくくなるおそれもあるため、メールや SNS などによる連絡方法につ

いても周知しておきましょう。 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 小規模多機能型居宅介護：24名 

開設年月 2007（平成 19）年4月 

事業所の立地の特徴 特になし 

 

 

【取組のきっかけ】 

 
 

 

【利用者ご家族との安否確認訓練の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆連絡体制を整備した事例：災害用伝言ダイヤルを活用して、利用者ご家族との安否確認の訓練を行っ

ている事例 

  

災害用伝言ダイヤルを活用して、利用者ご家族との安否確認の訓練を行っている事例 

• 2023（令和3）年の台風で、大雨によりこの地域の一部が被災しました。 

• 幸い、当事業所そのものは被災しなかったのですが、職員の通勤経路にも、大きな被害が出

たため、SNSを通じて職員間の連絡方法や共有する内容を見直しました（災害用伝言ダ

イヤル）。 

• あわせて、利用者ご家族との間での、ご利用者の安否確認方法も見直しました。 

 毎月 1日と 15日の無料体験できる日を利用しています。 

 「○月○○日にマグニチュード７の地震が発生」等と想定し、各利用者と職員の被災状況を 30

秒間で伝言に残すというもの。 

 利用者全員の安否確認を伝えられているか、聞き取れたかを利用者家族から意見をお聞

きし、次の訓練日までに改善を図っています（伝言が早すぎてわからなかったので、２回に

分けて伝言を残す等）。 

 利用者ご家族に安心いただいています！ 

 老老介護のご家庭もあるので、何回も訓練してできるようにな

るよう、サポートしています。 

 また、ご家族と一緒に利用者を支える介護を実践できていると

感じます。 
 

【効   果】 

連絡体制を整備した事例 
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11．関係機関（自治体、関係団体等）、地域住民等とのネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 
地域住民や地域の企業等に対して、災害時の応援要請を可能とする関係づくりに

取り組んでいますか（外部の避難支援者の確保）。 
 

2 
地域内の他法人と、災害時の応援体制や相互に協力できるような関係づくりに取

り組んでいますか。 
 

3 
防災研修や避難訓練等を行う際に、自治体（防災担当、高齢担当等）や消防等の

関係者に参加を依頼していますか。 
 

4 
自治体（都道府県や市町村）が行っている高齢者施設等の防災・減災対策の実施

状況を確認していますか。また、積極的に活用していますか。 
 

5 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、関係機関等との協力体制等に関する確認

や見直しを行うことを計画に記載していますか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・日頃から、消防関係者や自治体の防災部局、福祉部局等との関係を構築しておくことで、

避難の実効性を高める助言等を得られると考えられます。 

・災害が発生した場合には、避難時等に、地域住民の協力も必要となることから､施設が立

地する周辺地域とは、日頃から連携を図っておきましょう。 

・近隣施設、類似施設間で、利用者の一時受け入れや職員派遣等の災害時協定を結ぶなど、

協力関係を確保しておきましょう。 

・特に、法人・施設・事業所における人材育成の観点から、地域における日常的な取組や関

係づくりには、現場職員の参画を促しましょう。 

 

 

 

 

 避難訓練の際には、区長さん、役場の方、消防の方等に来て

いただき、訓練の様子を見て、講評をいただいています。我々

はそれを次の訓練にいかしているのですが、同時に、関係機関

や近隣の方にとっては、高齢者の状態像や高齢者の移動の大変

さを理解していただくことにつながっていると思います。 

 令和元年台風 19 号の際、危険を知らせてくれた区長さんも、

当施設の高齢者の移動に時間がかかることを気にかけてくれて

のことでした。日頃の関係づくりがどれほど大事か、実感しま

した。（ヒアリング調査より） 
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【参考：施設・事業所から町内会への防災訓練参加のお知らせ（例）】 

 

防災訓練のお知らせ 

 

●●ホームでは、年２回防災訓練を実施しています。 

地域のみなさまにもぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

日 時：令和●年●月●日（●）10:30集合 10:40訓練開始 

※10:30～1階ロビーにて訓練の説明をいたします。 

場 所：●●ホーム内及び駐車場 

 

【訓練内容】 

1. 施設利用者避難誘導訓練（地域住民と施設職員との連携訓練） 

2. 水消火器の取り扱い方法の訓練 

3. 煙体験 

4. AEDの取り扱い方法の説明 

5. 総評、質疑応答 

 

【留意事項】 

 雨天決行（雨天の場合、一部訓練内容を変更します。 

 訓練の時間は多少前後することがあります。 

 動きやすい服装でご参加ください。 

 お車でお越しの際は、当ホーム駐車場に駐車をお願いします。 

 急遽ご都合が悪くなった場合等は、問い合わせ先（以下）にご連絡ください。 

 

 

 

 

  

回 覧 

【問い合わせ先】 

●●ホーム（担当：●●、●●） 

電話：000-000-0000 

ヒアリング調査協力事業所からの提供資料を参考に作成。 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 

特養：70名 

ショート：10名 

デイサービス：24名 

ケアハウス：10名 

開設年月 2003（平成 15）年4月 

事業所の立地の特徴 ため池浸水 

 

【取組のきっかけ】 

 
 

【「支え合いマップづくり」の内容】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆関係機関（自治体、関係団体等）との関係づくり事例：市町村社協が主催する「支え合いマップづくり」

に参加している事例 

  

市町村社協が主催する「支え合いマップづくり」に参加している事例 

• 2007（平成 19）年から、榛東村社協の呼びかけで、見守り活動と災害時の救助活動を組み

合わせた「支え合いマップづくり」が開始されました。 

• 避難後の在宅要介護者のケアを担う専門性を通じて地域貢献できると思い、取組に参加しま

した！ 

 毎年 11 月、榛東村社協主催により「見守りネットワーク事業」の一環として、住民参加で「支え

合いマップ」の情報よを持ち寄り、更新が行われます。 

 各行政区の民生児童委員、自治会長、自治会副会長、消防団員、防災ボランティア、村内福祉施

設、ＪＡや学校関係者等毎年 200 名以上が集い、見守りが必要な避難行動要支援者の情報

を地域ごとに毎年更新しながら、見守り・声掛けや安否確認などを行うことで、孤立を予防し、

生活を送るなかでの困り事の把握や、緊急事態への対応を図る事業です。 

 「災害時の貢献」は、地域住民や福祉関係者との関係づくり、

職員の人材育成（地域の関係者とつながることの理解促

進）になると感じています！ 

【効   果】 

写真は【北から南から】榛東村見守りネットワーク事業～住民支え合いマップづくり～(群馬県 社会福祉法人 
榛東村社会福祉協議会 事務局長 小野関 芳美、)2021年 6月『地域防災』No.38から引用。 

関係機関（自治体、関係団体等）との関係づくり事例 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 
認知症GH：18名 

小規模多機能型居宅介護：27名（登録定員） 

開設年月 2014（平成26）年4月 

事業所の立地の特徴 特になし 

 

【取組のきっかけ】 

 

 

【町内会との協定、防災訓練の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域住民との関係づくり事例①：町内会との防災協定の締結、年２回、事業所主催の防災訓練に、地域

住民の参加を呼びかけている事例 

  

町内会との防災協定の締結、 

年２回、事業所主催の防災訓練に、地域住民の参加を呼びかけている事例 

• 開設時の施設長が町内会にご挨拶にまわったり、運営推進会議で町内会長等に説明したりし

て、ご理解いただき、平成27年 10月に、町内会との防災協定を締結しました！ 

• もともと当法人は、いつでも発生する可能性の高い火事に備えて、全施設・事業所で、年６回

防災訓練を実施しています。 

• 毎年、事業所の近くで開催される、町会主催の子供向けのお祭りに、利用者と職員が参

加して、屋台で飲食したり等を楽しんでいます！ 

• 当事業所でも8月に夏祭りを実施したり、12月におでん会を開催して、町会長にチラ

シを配ったり、参加を呼び掛けています！ 

 協定： 

✓ 事業所で火災が発生した場合には、町内会に避難誘導に協力いただく。 

✓ 地域で火災が発生した場合には、当事業所が消火活動の協力をする等 

 地域の方にも参加しただく防災訓練：年２回、施設利用者避難誘導訓練や AED の取扱訓練等

を行っています。 

 地域の方からお声がけをいただいています（「災害が起こった

ら、ここに避難できるから安心」「家族のことで心配事があった

ら相談にのってね」等）！ 

 年６回の防災訓練を通じて、職員の意識にも変化が見えてきま

した（自力避難ができない利用者を支援しているという意識の

芽生え）。 

【効   果】 

 

写真はヒアリング調査協力事業所からの提供。 

地域住民との関係づくり事例 ① 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 小規模多機能型居宅介護：24名 

開設年月 2007（平成 19）年4月 

事業所の立地の特徴 特になし 

 

 

【取組のきっかけ】 

 

 

【防災訓練の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域住民との関係づくり事例②：自治会が主催する防災訓練に参加している事例 

  

自治会が主催する防災訓練に参加している事例 

• 年6回開催する運営推進会議に、自治会の方にも参加いただいています。 

• その他にも、コロナ前から、当事業所の駐車場で屋台を開いて夏祭りを行っていました

（綿菓子やヨーヨー釣り、飲食等） 。（コロナ禍で中断） 

• また、コロナ禍以前から自治会主催の防災訓練に参加させてもらっていました（今年も 12月

に参加させていだきました）。 

 起震車での揺れ体験、AEDの訓練です。 

 消防署の方からAEDの取り扱い方法について説明いただきました。 

 事業所を知ってもらえることです！ 

 コロナ禍以降、閉じこもり気味になってしまっているので、最近

は、お散歩に行くなど、事業所のことをアピールしています！ 
 

【効   果】 

写真は浜松市天竜区相生自治会からの許可を得て掲載。 

地域住民との関係づくり事例 ② 
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12．備蓄品等の準備・確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 
備蓄品に関する管理方法（担当者、更新期間、補充方法等）について定めていま

すか。 
 

2 
施設・事業所の全入所者（利用者）と職員（併設・隣接事業所を含む）が最低 3

日間過ごせる程度の食料や飲料水を確保していますか。 
 

3 
備蓄品の保管場所は、災害（浸水等）による影響を考慮して決めていますか。 

（例：高い場所に置く、2階以上に置く等） 
 

4 すべての職員が備蓄品の保管場所や使用方法を把握していますか。  

5 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、備蓄品の確認や更新、見直しを行ってい

ますか。 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・救援物資が届くまで、少なくとも３日間程度は自力で対応できるよう、食料や飲料水などを

職員分も含めて備蓄しておきましょう。 

・避難先での対応に備え、必要となる物資や器材をリストアップし、非常時用持ち出しセットと

して準備しておきましょう。 

・備蓄品リストを作成し、定期的に在庫や期限切れがないかをチェックをしておきましょう。 
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【参考：「備蓄品リスト」（例）36】 
 

 ・ライフライン（水道、電気、ガス）の停止も想定して、広域的な救援物資が届くまでの 3日

間程度の食料、飲料水、医薬品、衛生用品、燃料等を用意しましょう。 

 ・状況や数量の確認にとどまらず、不足分の補充に向けた方針（期限、担当者、内容等）を決

めることが重要です。 

  

 
36 前掲 10,p.18 
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13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まずはチェック！】 

  チェック 

1 災害の種類に応じた防災教育を実施していますか（外部研修等への参加を含む）。  

2 災害の種類に応じた避難訓練を実施していますか。  

3 災害発生の時間帯（特に夜間帯）を考慮した避難訓練を実施していますか。  

4 すべての職員が最低限の設備や消火器等を扱える訓練を行っていますか。  

5 入所者（利用者）が参加する避難訓練を実施していますか。  

6 関係機関や地域住民等にも避難訓練への参加や協力を呼びかけていますか。  

7 避難訓練実施後、内容や反省点等の振り返りを行っていますか。  

8 
避難訓練に参加した職員や外部関係者（消防、自治体職員、防災専門家、地域住

民等）を含めて振り返りを行っていますか。 
 

9 
外部関係者（消防、自治体職員、防災専門家、地域住民等）から避難訓練に対す

る講評を得る機会はありますか。 
 

10 振り返りによって得られた内容は、計画に反映していますか。  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇解説・ポイント◇ 

・職員の災害に対する理解と関心を高め、全職員がいざというとき適切な判断と行動がで

きるよう、各種災害の基礎知識や平常時、災害時に取るべき行動等を内容とする防災教育

を実施しましょう。 

・土砂災害、洪水、高潮などの風水害や地震の発生を想定して、定期的な避難訓練を実施し

ましょう。 

・早朝や夜間等、職員が少ない時間帯を想定した避難訓練を行いましょう。 

・避難訓練には市町村の防災担当課又は福祉担当課、消防その他の防災関係機関等の協力

を得て実施するよう努めましょう。 

・地域住民の中の協力者や近隣施設の参加も得て、防災訓練を実施しましょう。 

・訓練実施後は、実施内容や反省点等のふりかえりを行いましょう。 

・特に、法人・施設・事業所における人材育成の観点から、地域における日常的な取組や関係

づくりには、現場職員の参画を促しましょう。 

 

 

 

 

 

 職員への防災教育では、計画の内容を一つ一つ確認していきます。また、グ

ループホームは送迎がないので、併設のデイサービスの送迎マニュアルを参考

に、乗車時の勉強会をしました。 

こうした他事業所等が日常的に取り組んでいる知識や技術を学ぶことで、い

ざという時に役立つと考えています。（ヒアリング調査より） 
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【参考：避難訓練実施時の振り返りの内容（例）】 

 

 ◇防災教育、人材育成を行う目的： 

  災害時には想定外の事態が次々と発生し、それらに一つずつ、適切に対処していく必要があり

ます。そのためには、発災時、全職員が同じ判断と行動ができること、具体的には臨機応変な対

応とチームワークによる連携や協力による対応が重要となります。 

  また、本事業で実施したヒアリング調査協力施設・事業所から聞かせていただいた「被災時に

は、いつも通りの慣れていることしかできない」という話からは、職員の災害時における「意識」

と「行動」が、継続的な積み重ねにより形成されていることがうかがえます。 

  そのため、高齢者施設・事業所においては、職員の防災力向上を図るため、施設・事業所内で

の研修や学習会の実施、施設・事業所外の研修等への参加等の機会を設けることが望まれます。 

 

 ◇避難訓練実施後に振り返りの内容（例）： 

  「非常災害対策計画」を作成する義務のある施設・事業所には、避難訓練の実施も義務付けら

れています（「避難確保計画」作成対象施設・事業所も同じ）。 

  また、本手引きでは「避難時における入所者（利用者）の安全確保」という目的実現のために、

「非常災害対策計画」作成・見直しや避難訓練の実施を PDCAサイクルの一環に位置付けることが

重要と考えていることから、避難訓練に参加した職員や外部関係者（消防、自治体職員、防災専

門家、地域住民等）を含めて振り返りを行い、「非常災害対策計画」で見直しが必要な項目を検討

することが重要と考えます。 

  以下に、避難訓練実施時の振り返りの内容（例）及び本手引きで見直しが必要な項目を示しま

す。 

＜避難訓練実施時の振り返りの内容（例）＞ 

 

  

避難訓練の結果  本手引きで見直しが必要な項目 

・避難時間が想定目標時間をオーバー
した。 

⇒ 
６．避難場所、避難経路、移動手段 
７．避難を開始するタイミング、判断の考え方 

・備蓄品の保管場所がわからなかっ
た。すぐに見つけられなかった。 

⇒ 12．備蓄品等の準備・確保 

・消防署の方から、ガラスの飛散防止
等設備の安全対策に関する助言を受
けた。 

⇒ 
４．施設・事業所の設備の理解、安全対策（通信
手段の確保を含む） 

・職員が少ない夜間帯のリスク想定が
不十分なことに気付いた。 

⇒ ９．災害時の人員体制、指揮系統の検討、整理 

・想定していた避難経路が工事で通行
止めだった。 

⇒ ６．避難場所、避難経路、移動手段 

・消防署の方から声が小さいと指摘さ
れ、メガホンや拡声器の準備の必要
性について助言を受けた。 

⇒ 12．備蓄品等の準備・確保 

・市職員から当事業所が浸水想定区域
に含まれることになった（変更され
た）と指摘された。 

⇒ 
３．施設・事業所の立地条件の把握と災害予測 
13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実
施 他 
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【参考：前頁の「避難訓練実施時の振り返りの内容（例）」に沿って振り返りを行う際の 

「避難訓練記録シート」（例）】 

 「今回」と「前回」の避難訓練の内容を記載し、比較する。 
（※「前回」の訓練時の内容をコピー＆貼り付け） 

 
「入所者（利用者）の避難情
報」の内容をコピー＆貼り付

け 

 

④「対応策の検討日」： 
 「対応策の検討日」当日、②であげた「見直

し・改善が必要なこと」の検討を行う。 
 
 
⑤定期的に④「対応策の検討日」で議論した

ことを確認し、必要に応じて「非常災害対策
計画」や避難訓練の見直しに反映させる。 

 

①「避難訓練の結果」： 
 避難訓練実施後、参加した職員全員で振り返りを

行う。気付いたことを自由に発言する（課題、よ
かったこと等）。 

※外部関係者（消防、自治体職員、防災専門家、地
域住民等）からも講評をいただけるとありがたい。 

②「見直し・改善が必要なこと」： 
 避難訓練に参加した職員全員で①をもとに「見直

し・改善が必要なこと」を検討する。 
③「対応策の検討日」： 
 ②であげた「見直し・改善が必要なこと」の検討

を具体的に行う日を決めて、避難訓練は終了。 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 
認知症GH：18名 

小規模多機能型居宅介護：29名 

開設年月 2017（平成29）年3月 

事業所の立地の特徴 浸水想定区域 

 

【取組のきっかけ】 

 

 

【マニュアルの概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆職員への防災教育、人材育成事例①：「災害対策マニュアル」を作成＆ブラッシュアップしている事例 

  

「災害対策マニュアル」を作成＆ブラッシュアップしている事例 

• 経験年数の少ない職員は、災害対応以前に、事業所内で起きるアクシデントを理解できなか

ったり、発生後の対応がわからないことがあります。また、夜間帯には各フロア１人勤務とな

るので、全職員がパニックにならずに対応する必要があります。 

• このように、日常のケアで発生するアクシデントへの対応の理解と実践は、災害発生

時にも展開できると考え、マニュアルにまとめました。 

 事業所をよくしていくために、休憩室にある

ホワイトボードに、職員が気になっていること

を自由に書きこめるようにしてあります（災害

に限らない）。 

 そこからヒントを得て、すぐに取り組めること

から、対応策を考えています。 

例：利用者が転倒したらどうしよう？ 

→頭以外も打撲していたらどうしたらいい？ 

→キッチンだったら？ 浴室だったら？  

→夜勤帯に１人だったら？ 

資料はヒアリング調査協力事業所からの提供。 

職員への防災教育、人材育成事例 ① 

 経験年数の少ない職員が、わからない

ことを質問するようになりました！ 

 作成したマニュアルは、自助のマニュア

ルでもありつつ、地域住民が避難した

場合にも対応できる内容にもなってい

ると考えています 

【効   果】 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 

認知症GH：2ユニット（18名） 

小規模多機能型居宅介護：29名 

特別養護老人ホーム：29名 

開設年月 2018（平成30）年7月 

事業所の立地の特徴 特になし 

 

【取組のきっかけ】 

 
 

【取組の内容】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆職員への防災教育、人材育成事例②：法人として「BCP・防災委員会」を設置し、事業所ごとの防災訓

練を実施している事例  

法人として「BCP・防災委員会」を設置し、 

事業所ごとの防災訓練を実施している事例 

• 防災対応力や、義務付けられている消防訓練の内容に、事業所単位のばらつき解消に向

けて、法人として「BCP・防災委員会」を設置しました！ 

 「BCP・防災委員会」は、事業所ごとの防災訓練や研修のバックアップを行っています！ 

 遠路から通う職員がいること、職員や家族が被災することも想定して、事業所ごとにマニュア

ルを作成しました！ 

 その他に、物品購入費用に充てる行政からの補助金や必要な物品の準備（ポータブル電源や発

電機等）に関する準備、情報共有を行っています。 

 「BCP・防災委員会」活動のおかげで、全事業所の防災に関する

意識が向上しています！ 

 災害時に協力可能な職員数を把握するため、職員アンケート調

査を実施し（利用している出勤手段、家庭の状況等）、仮のシフト

を組めるようにしました！ 

【効   果】 

資料はヒアリング調査協力事業所からの提供。 

職員への防災教育、人材育成事例 ② 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 
認知症GH：18名 

小規模多機能型居宅介護：29名 

開設年月 2017（平成29）年3月 

事業所の立地の特徴 浸水想定区域 

 

 

【取組のきっかけ】 

 

 

【避難訓練の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

◆行政や地域住民等と合同での避難訓練実施事例①：地域の自主防災会と合同で避難訓練を実施して

いる事例  

地域の自主防災会と合同で避難訓練を実施している事例 

• 当事業所開設時から、自治会や民生委員の方と地域の情報交換をしたり、お互いの行事に参

加したりしています。 

• また、当事業所では、認知症カフェも行っており、そこに自治会の方が参加していただくこと

で、協力体制ができていたと感じています。 

• 2021 年、市が手を挙げた県の「認知症災害時支援モデル事業」に地域、事業所として参加の

お声がけをいただき、自主防災会と合同での避難訓練を行うこととなりました！ 

 訓練は「台風の接近により水害が予想されるが、自宅での垂直避難ができず、市の避難所まで

の移動が難しい方を、自宅から当事業所まで避難させる」という内容です。 

 自主防災会の方が、車いすの方や認知症の方の役を演じ、終了後、振り返りを行いました。 

 訓練を実施して災害時の対応の難しさを実感しました（道路がでこぼこして

車いすを押しづらい、避難者に靴を履かせるのは大変、認知症の方にどうや

って声をかけたら安心してもらえるかわからない等）！ 

【効   果】 

事業所外観の写真はヒアリング調査協力事業所からの許可を得て掲載。 

訓練の写真は、認知症災害時支援モデル事業実践成果報告【あま市】（https://www.pref.aichi.jp/uploaded/l

ife/442889_1998323_misc.pdf）より引用。 

行政や地域住民等と合同での避難訓練実施事例 ① 
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【施設・事業所概要】 

施設・事業所種別、定員数（登録者数） 

特養：50名 

ショート：20名 

デイサービス：15名 

開設年月 1991（平成3）年４月 

事業所の立地の特徴 特になし 

 

【取組のきっかけ】 

 

 

【避難訓練の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

◆行政や地域住民等と合同での避難訓練実施事例②：施設主導で、福祉避難所開設・運営訓練を行って

いる事例  

施設主導で、福祉避難所開設・運営訓練を行っている事例 

• 東日本大震災から１年後の 2012（平成 24）年 3月、国から、南海トラフ地震発生時、最大震

度 7、最大津波高 34m、高知県には最短 2 分で津波が到達するとの被害予想を受けて、町

全体で「津波犠牲者ゼロ」の取組が開始されました。 

• 2012（平成 24）年度、当時の町長、健康福祉課長等とともに、東日本大震災で被災した施

設、地域住民を受け入れた施設を視察し、福祉施設としての取組強化の重要性を感じました。 

• 2014（平成 26）年度、町と福祉避難所の協定を締結しました。町内障害者施設での福祉避

難所開設・運営訓練を皮切りに、当施設でも福祉避難所開設・運営訓練を行っています！ 

 2021（令和3）年度から、独自の避難所開設・運営訓練を開始しました。 

 訓練には、行政や社協、民生委員、当施設を避難先としている地区長等も参加しています。 

 地域住民が避難してきたと想定し、利用者を避難してきた方、職員をその家族として、受付や

避難場所への案内、医療的ケアの必要性等を聞き取り、情報集約する訓練を行っています 

 本当に災害が発生した際に迅速に動けるように、毎年訓練を行う重

要性を認識しています！ 

【効   果】 

写真、資料はヒアリング調査協力事業所からの提供。 

行政や地域住民等と合同での避難訓練実施事例 ② 
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【参考】「計画作成・見直しの手順チェックリスト」 

・以下のチェックリストは、各ページで掲載した「まずはチェック！」の確認項目を 1枚にまとめた

ものです。  

・定期的に、見直しや改善が必要なことについて振り返りを行い、次回の避難訓練や「非常災害対策

計画」の見直しにご活用ください。 

【参考：まずはチェック！（一覧）】 

１．計画作成の目的 チェック 

1 
（新しく「非常災害対策計画」を作成する場合） 

計画作成の目的をどのように位置づけますか。 
 

2 
（すでに「非常災害対策計画」を作成済みの場合） 

計画の目的を明記していますか。 
 

２．計画の適用範囲 チェック 

1 計画の対象となる入所者（利用者）の範囲を明確にしていますか。  

2 計画の対象となる職員の範囲を明確にしていますか。  

3 
災害発生時に応援要請が可能な人数を確認していますか。（地域住民、団体・

企業等）（外部の避難支援者） 
 

4 計画で対象とする災害の種類を明確にしていますか。  

３．施設・事業所の立地条件の把握と災害予測 チェック 

1 

施設・事業所の立地条件について、定期的に確認していますか。 

※施設・事業所が浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内に所在し、

市町村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設（社会福祉施

設等）に該当している場合、「避難確保計画」の作成が義務付けられています。 

 

2 
市町村等が作成している地域防災計画やハザードマップを定期的に確認してい

ますか。 
 

3 建物の被災リスクや危険箇所について、定期的に把握・確認していますか。  

4 
施設・事業所の立地環境や建物等の災害リスクについて、防災の専門家等から

助言を得る機会はありますか。 
 

 

  



47 

 

 

４．施設・事業所の設備の理解、安全対策（通信手段の確保を含む） チェック 

■共通対策  

1 施設・事業所の設備等について、定期的な点検を行っていますか。  

2 
災害に関する情報を入手できる機器等を備えていますか。また、実際に利用する

ことができますか。 
 

3 複数の通信手段やバッテリーを確保していますか（電話、携帯電話、SNS、メール等）。   

4 不測の事態に備えて公衆電話の場所を確認していますか。  

5 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、設備等の確認、見直しを行っていますか。   

■火災対策  

1 
施設・事業所のすべての職員が、火災が発生した際の初動対応を理解しています

か。また、手順どおりの行動ができるように訓練していますか。 
 

2 
施設・事業所のすべての職員が消火器等の設置場所や扱い方を把握していますか。

また、実際に扱えるように訓練していますか。 
 

3 消火設備（消火器、スプリンクラー等）の点検や更新を定期的に行っていますか。  

4 ガス機器や石油機器の点検や更新は定期的に行っていますか。  

■地震対策  

1 耐震化診断を受けていますか。その結果に基づいて補強を行っていますか。  

2 
天井からの落下物対策を行っていますか。鎖等で補強していますか。 

（照明器具、壁掛け時計等） 
 

3 
備品等の転倒防止策を行っていますか。金具等で固定していますか。 

（机、キャビネット、ロッカー、書棚、冷蔵庫等） 
 

4 家電製品などの転倒・落下防止対策を行っていますか。  

5 高所に物を置いていませんか。入所者（利用者）に注意を促していますか。  

6 
出入口や非常口、通路に物を置いていませんか。入所者（利用者）に注意を促して

いますか。 
 

7 窓ガラス等の飛散防止対策を行っていますか。  

8 門やブロック塀などの転倒防止や補強を行っていますか。  

■停電対策  

1 
停電等で明かりを確保できない場合に備えて、懐中電灯、予備の電池、ヘッドラン
プ、ランタン等の準備はできていますか。 

 

2 
停電等で水道が使えない時に備えて、必要最低限の飲料水や生活用水の備蓄はで
きていますか。 

 

3 
停電時に備えて、非常用自家発電設備、可搬式（ポータブル）自家発電設備を整備
していますか。 

 

4 非常用自家発電設備等で稼働可能な機器、稼働可能時間を把握していますか。  

5 
非常用自家発電設備等の燃料確保について、事業者と協定等を結ぶなどの工夫を
行っていますか。 

 

6 冬期の災害に備えて、石油ストーブ、毛布、携帯カイロ、防寒具等の準備はできていますか。  

7 
停電時でも災害に関する情報を入手できる機器等を備えていますか。また、実際

に利用することができるか、定期的に確認していますか。 
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■風水害対策、浸水対策  

1 
長時間の浸水に備え、浸水しない高さのスペースや居室等があることを確認して
いますか。また、電気、ガス、水道、トイレが一定期間使用不可になることへの対
応策をとっていますか。 

 

2 
浸水対策として、通信手段や可搬式（ポータブル）自家発電設備を高い場所（2階

以上の建物であれば 2階以上）に置いていますか。 
 

3 定期的に、施設・事業所内の排水溝の点検を行っていますか。  

4 定期的に、施設・事業所内の樹木の剪定を行っていますか。  

５．入所者（利用者）の避難方法に関する情報整理 チェック 

1 入所者（利用者）情報や家族等の連絡先について、定期的に更新していますか。  

2 
災害が発生した時に備え、入所者（利用者）一人ひとりに適した避難方法を定期的

に確認・更新していますか。 
 

3 
災害が発生した時に備え、入所者（利用者）一人ひとりに適した避難方法について、

誰でもわかりやすい方法で表示する工夫をしていますか。 
 

６．避難場所、避難経路、移動手段 チェック 

■避難場所  

1 
災害の状況に応じて避難先を選択できるよう、複数の避難場所を確保できていま

すか。（浸水被害、土砂災害、津波等） 
 

2 
安全な避難先を確保し、避難先の了解を得ていますか。（市町村が指定する指定緊

急避難場所については、確認不要） 
 

3 

急激な災害に備えて、自施設・事業所内外に緊急的に一時避難が可能な安全な場所
を確保できていますか。 
（急激に災害が切迫し、立退き避難が安全にできない場合も想定されるため、その際
に、少しでも被害を受けにくい高い場所や斜面の反対側の部屋に緊急的に移動する
等の方法についても確認する）。 

 

4 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難場所の見直しを行っていますか。  

■避難経路  

1 
想定している避難場所への避難経路を定めていますか。 

（立退き避難の場合、上階への避難の場合） 
 

2 定期的に、想定している避難経路上に危険箇所がないか確認していますか。  

3 避難場所までの避難経路図を作成していますか。  

4 想定している避難経路が危険な場合に備え、代替ルートを定めていますか。  

5 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難経路の見直しを行っていますか。  

■移動手段  

1 

立退き避難をする際に、入所者（利用者）を搬送する車両は確保できていますか。  

施設・事業所のみでは車両が不足する場合、近隣住民や企業等に応援を依頼できる

ような体制を整えていますか。 

 

2 避難先への搬送に際し、各車両への入所者（利用者）の割り振りは想定していますか。   

3 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、移動手段の見直しを行っていますか。  
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■避難完了までの所要時間  

1 
入所者（利用者）一人ひとりの避難方法に基づいた一時避難場所までの所要時間
を確認していますか。また、それを踏まえた避難方法の見直し等を計画に記載し
ていますか。 

 

2 
立退き避難の際、入所者（利用者）全員が避難場所に到着するまでの所要時間を確

認していますか。 
 

3 
上階への避難の際、入所者（利用者）全員が避難場所に到着するまでの所要時間を

確認していますか。 
 

７．避難を開始するタイミング、判断の考え方 チェック 

1 
災害の種類や程度に応じて避難を開始する時期や基準を定めていますか。また、

その基準はすべての職員に共有できていますか。 
 

2 
夜間帯や暴風時等における避難開始の判断基準を定めていますか。また、その基

準はすべての職員に共有できていますか。 
 

3 
入所者（利用者）の負担を考慮した避難手順等を検討していますか。 

例：持ち出し品のみを車に積み込んだり、避難先に先に移送する、入所者（利用者）の
健康状態に応じて避難開始のタイミングを分けること等 

 

4 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、避難開始時期や判断方法の見直しを行っ

ていますか。 
 

８．災害に関する情報収集、整理 チェック 

1 情報収集担当者を決めていますか。  

2 
災害発生の危険があるときに、どの機関からどのような情報を収集するか明確に

していますか。 
 

3 収集した情報を職員間で共有する仕組みを整えていますか。  

4 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、情報収集方法や情報共有方法の見直しを

行うことを計画に記載していますか。 
 

９．災害時の人員体制、指揮系統の検討、整理 チェック 

1 
災害発生時の職員の役割を明確化していますか。また、すべての職員がそれぞれ

の役割を理解できるような取組（周知や訓練等）を定期的に行っていますか。 
 

2 統括責任者やリーダー不在時に備え、代理者を決めていますか。  

3 夜間帯など職員数が少ない時間帯での対応手順等を定めていますか。  

4 災害の種類や程度に応じた職員の参集基準を定めていますか。  

5 夜間や休日における避難支援要員の確保策を検討していますか。  

6 通所事業所を併設している場合、休業等の基準を決めていますか。  

7 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、職員の役割分担や参集基準等の確認、見

直しを行っていますか。 
 

10．連絡体制の整備 チェック 

1 速やかに職員への連絡が可能な方法を整えていますか。  

2 速やかに市町村や消防その他の防災機関等に連絡できるよう、一覧表を作成していますか。  

3 職員や入所者（利用者）家族の連絡先を定期的に確認していますか。  

4 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、職員や入所者（利用者）、家族、関係機関

への連絡方法を定期的に確認、見直していますか。 
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11．関係機関（自治体、関係団体等）、地域住民等とのネットワークづくり チェック 

1 
地域住民や地域の企業等に対して、災害時の応援要請を可能とする関係づくりに

取り組んでいますか（外部の避難支援者の確保）。 
 

2 
地域内の他法人と、災害時の応援体制や相互に協力できるような関係づくりに取

り組んでいますか。 
 

3 
防災研修や避難訓練等を行う際に、自治体（防災担当、高齢担当等）や消防等の関

係者に参加を依頼していますか。 
 

4 
自治体（都道府県や市町村）が行っている高齢者施設等の防災・減災対策の実施状

況を確認していますか。また、積極的に活用していますか。 
 

5 
避難訓練や実際の災害時対応を通じて、関係機関等との協力体制等に関する確認

や見直しを行うことを計画に記載していますか。 
 

12．備蓄品等の準備・確保 チェック 

1 備蓄品に関する管理方法（担当者、更新期間、補充方法等）について定めていますか。   

2 
施設・事業所の全入所者（利用者）と職員（併設・隣接事業所を含む）が最低 3日

間過ごせる程度の食料や飲料水を確保していますか。 
 

3 
備蓄品の保管場所は、災害（浸水等）による影響を考慮して決めていますか。 

（例：高い場所に置く、2階以上に置く等） 
 

4 すべての職員が備蓄品の保管場所や使用方法を把握していますか。  

5 避難訓練や実際の災害時対応を通じて、備蓄品の確認や更新、見直しを行っていますか。   

13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実施 チェック 

1 災害の種類に応じた防災教育を実施していますか（外部研修等への参加を含む）。  

2 災害の種類に応じた避難訓練を実施していますか。  

3 災害発生の時間帯（特に夜間帯）を考慮した避難訓練を実施していますか。  

4 すべての職員が最低限の設備や消火器等を扱える訓練を行っていますか。  

5 入所者（利用者）が参加する避難訓練を実施していますか。  

6 関係機関や地域住民等にも避難訓練への参加や協力を呼びかけていますか。  

7 避難訓練実施後、内容や反省点等の振り返りを行っていますか。  

8 
避難訓練に参加した職員や外部関係者（消防、自治体職員、防災専門家、地域住民

等）を含めて振り返りを行っていますか。 
 

9 
外部関係者（消防、自治体職員、防災専門家、地域住民等）から避難訓練に対する

講評を得る機会はありますか。 
 

10 振り返りによって得られた内容は、計画に反映していますか。  
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Ⅳ.災害時の対応（行動手順）37 

 

 利用者の安全を確保するため、あらかじめ定めた災害時の行動手順に基づき、適切な対 

応や行動をとってください。なお、施設の規模、形態、利用者の状態等により、対応や行 

動内容が異なるので、当該施設の状況に応じた行動手順を定めておきましょう。 

 

 

１．風水害、土砂災害 

 

気象情報などで危険の接近を知ることができ、事前の準備ができる災害です。 

 

【非常災害時の行動手段】 

 

 

 

【情報の収集】 

 ○ テレビやラジオ、インターネットなどによる大雨や台風に関する気象情報に注意しましょう。 

 ○ 警報は急に発表されることも多いため、常時、気象情報に気をつけましょう。 

 

【施設周辺の点検】 

 ○ 施設周辺を定期的に見回り、水かさの増加や土砂災害の前兆現象がないか注意しましょう。 

 

 
37 鹿児島市「高齢者福祉施設等における非常災害対策の計画作成の手引き（改訂版）」,2022（令和 4）年 12月、（http

s://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/kenko/fukushi/kaigo/jigyosha/documents/hijousa

igaitaisakutebiki.pdf））を参考に作成。 

警 報 発 表

〇情報の収集 〇施設周辺の点検 〇職員の招集・参集

〇担当業務内容の確認や準備 〇施設の休業判断 〇入所者（利用者）や職員への周知

〇施設外へ避難 〇施設内の安全な場所へ避難

〇家族への報告 〇健康ケアとメンタル対策 〇他の施設への受入要請

立地条件や構造などで対応が分かれる
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（土砂災害の前兆現象） 

崖崩れ 

・崖からの水が濁る  
・崖の斜面に亀裂が入る 
・小石がばらばら落ちてくる 
・崖から異常な音がする 

土石流 

・山鳴りや立木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる 
・雨が降り続いているのに川の水位が下がる（鉄砲水の前兆） 
・川の水が急に濁ったり、流木が混ざる 
・異常な匂いがする（土の腐った匂い、きな臭い匂い等） 

地すべり 

・地面にひび割れができる 
・沢や井戸の水が濁る 
・斜面から水が吹き出す 
・電柱や塀が傾く 

 

 ○ 風雨の激しい段階では、見回りを一時控えるなど、職員の安全にも配慮しましょう。 

 

【職員の招集・参集（入所・入院施設）】 

 ○ 夜間や休日の際は、招集・参集基準に基づき、職員に招集・参集をしましょう。あわせて、総

括責任者（代行者）が不在の場合は、必要な指示を受けるようにしておきましょう。 

 ○ 連絡がとれなかった職員があった場合には、連絡担当者に報告しましょう。その職員には、連

絡担当者が引き続き、連絡をとりましょう。 

 

【担当業務内容の確認や準備】 

 ○ 災害警戒時には、担当別の業務内容を確認し、速やかに避難等の対応ができるよう、点検や準

備などをしましょう。 

 ・情報収集、連絡担当班（気象情報の継続確認、市町村や都道府県、防災関係機関からの情報収集

など） 

 ・救護班（救護運搬用具の点検・配備、医薬品等の点検、準備等） 

 ・避難誘導班（鉢植え、物干し等飛ばされそうな物の室内移動、土嚢の準備、火の元の点検、発電

機の手配、避難場所、経路・場所の確認等） 

 ・物資班（備蓄品の高い場所への移動、非常用持ち出しセットの確認等） 

 

【職員や入所者（利用者）への周知】 

 〇 職員間で十分な意思疎通や情報の共有化が図られるよう、ホワイトボードや掲示板に気象情報

などを記入しましょう。 

 〇 災害についての正確な情報を伝えて入所者（利用者）の動揺・不安を解消するとともに、避難

の準備など適切な行動が取れるようにしましょう。 

 

【施設の休業判断（通所・通院施設）】 

 ○ 収集した気象情報や被災の状況に基づき、適切に臨時休業の判断をしましょう。 

 ○ その日の利用者があらかじめ特定できる施設や通院の施設については、利用者が家を出る前に

休業の連絡をするようにしましょう。 

 ○ サービスや診療の開始後に休業決定をした場合の利用者の帰宅方法や家族に対する引受けの要

請については、気象状況等を十分考慮し、判断しましょう。 

 ○ 家族への引渡しは、家族等の判断で連れ帰ることがないよう、職員立会いのもとで利用者や引

受人の氏名、引渡時刻を記録するようにしましょう。 

 



53 

 

【避 難】 

 ○ 市町村や都道府県の防災担当課、消防その他の防災関係機関から避難に関する情報を得たとき

や施設周辺で少しでも異常現象を見つけたときには避難を決定しましょう。 

○ 市町村の防災関係課等から河川の増水状況や近隣の被害状況等を入手し、最も安全と思われる

避難場所や避難経路を選びましょう。 

 ○ 浸水や土砂災害のおそれがある場合に施設内で避難するときは、できるだけ高層階に垂直避難

しましょう。この場合、食料等の備蓄品も一緒に高層階に搬送します。 

 ○ 市町村からの避難準備情報が出る前に自主避難するときは、避難所の使用が可能かどうかを市

町村の防災担当課等に確認しましょう。 

 ○ 避難誘導については、放送設備の使用以外にも、視覚障害者や聴覚障害者等も考慮した方法も

検討しましょう。 

 ○ 避難放送にあたっては、早口を避け、落ち着いた口調で、同一内容を 2回程度繰り返し行い、

パニック防止に努めましょう。 

 ○ エレベーターによる避難は、原則として行わないようにしましょう。 

 ○ 施設職員が不足している場合、地域の協力者の協力も得て避難するようにしましょう。 

 ○ 負傷者の応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡しましょう。 

 ○ ブレーカーの切断など、二次災害発生の防止措置をとりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族への報告】 

 ○ 災害用伝言ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡方法により、家族に入所者（利

用者）と施設の状況を伝えましょう。 

 

【健康ケアとメンタル対策】 

 ○ 入所者（利用者）の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努めましょう。 

 ○ 心身の変調が著しい入所者（利用者）に対しては、嘱託医、かかりつけ医に相談し、医療機関

への受入れ要請が必要か、早期の検討をしましょう。さらに、医療機関の受け入れが困難な時は、

市町村や都道府県などの関係機関との調整をしましょう。 

 

【他の施設等への受入れ要請】 

 ○ 施設の被災や避難勧告の継続等により、休業せざるを得ない場合は、協力施設や市町村とも協

議し、入所者（利用者）を他の施設等で受け入れてもらうようにしましょう。 

 ○ 他の施設等に引き受けてもらう際には、「施設ご入所様一覧表」などにより、入所者（利用者）

の配慮事項等をきちんと伝えましょう。 

  

＜老人福祉施設＞ 
・寝たきりの方や介助の必要な方が入所する施設については、避難時に一人の利用者の

避難に複数の職員と相当な時間を必要とすることから、早い段階で避難の判断をする
ようにしましょう。 

 
＜医療施設＞ 
・医療施設では、重症患者から軽傷患者まで、様々なパターンがあることから、それぞ

れの対応（移送手段、移送先（特に人工透析患者、難病等の慢性疾患患者）等）を検
討しておきましょう。 
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＜風水害時のチェックシート＞ 

災害の中には、事前に天気予報などに注意を払うことによって、被災を最小限に留めることができ

るものがある。警報等が発令された時点から、時々刻々と状況が変化していく過程で、各施設がとる

べき対策をチェックし、早急な対応ができるようにする。 

 

 

 

  

風
　
水
　
害
　
対
　
策

［その他（各施設における対策）］

□

□

□

□

□

□　備蓄食料、利用可能な設備や器具を利用して入所者（利用者）の安全確保を実施

□　負傷の状況に応じた救急措置と病院への移送

［安全点検の実施］

□　施設、設備の点検と清掃の実施

［施設が使用不能となった場合］

□　入所者（利用者）を家族等へ引継依頼、他の施設等への受入依頼

［避難が不要な場合］

□　状況別の避難先の選定（施設内、施設外の避難所等）

□　避難時の適切な服装（防寒具・ズック・長靴・ヘルメット等）、移動手段準備

□　避難手段、避難経路、避難方法、避難名簿の作成

□　避難予想に基づく家族等への引き継ぎの要否判断

［災害発生時の対応］［避難手段と経路選択］

□　正確な情報を入手し、施設の立地環境に基づく災害予測と避難の必要性を判断

□　入所者（利用者）が安全に避難できる時間を考慮し、早めの避難の必要性を判断 

□　防災対策本部等からの避難準備指示や避難指示への対応

［避難誘導］

□　避難先と避難経路の選択

□　避難時、避難場所、避難生活での入所者（利用者）の安全と健康管理への注意

［安全対策の実施］

対　策　方　法

［警報等が発令された場合］［指示体制の周知と情報伝達］

□　情報の収集と防災対策のための職員参集（情報連絡班）

□　市担当課、防災関係機関との連絡及び防災準備

□　指示体制の一本化と職員への周知

□　入所者（利用者）及び職員への定期的な情報提供（及び緊急避難時の冷静な行動
    指示）

□　初動体制の準備（避難方法の確認・警戒体制の準備）

［役割分担別の準備・確認］

□　火元の点検、危険物の保管・設置状況のチェック（消火班）

□　ライフラインや食事等の設備点検（応急物資班）

□　ガラスの破損・備品転倒・タンクの水・油漏れがないかを点検（避難誘導班）

□　医薬品、衛生材料備蓄、救護運搬用具の点検、入所者（利用者）の健康状態把握
　（救護班）

□　備蓄食料・機材の点検と不足物資の補充・生活用品の被災からの保護（応急物資班）

□　入所者（利用者）の避難方法、点呼等の仕方、避難経路と責任者の確認（避難誘導班）
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２．地震 

 

風水害と異なり、予測が困難な中で備えが必要となる災害です。 

 

【非常災害時の行動手段】 

 

 

【消火活動】 

 ○ 火元付近にいる職員は、揺れが収まったらすぐに「火の始末」をするとともに、ガスの元栓を

閉め、火災を防止しましょう。 

 ○ 出火を発見したら、揺れが収まり次第、直ちに消火活動を開始しましょう。消火できない場合

は、消防に連絡するとともに、入所者（利用者）の避難が必要かどうか、判断しましょう。 

 

【職員の参集】 

 ○ 職員は自身と家族の安全が確保された後、参集基準により、自発的に参集しましょう。 

 ○ 夜間に発生した場合、職員が参集するまで、数少ない当直職員等での対応となりますが、総括

責任者（代行者）の指示の下、落ち着いて的確な初動活動に努めましょう。 

 

【安否確認と救護活動】 

 ○ 直ちに入所者（利用者）、職員の安否を確認しましょう。 

 ○ 負傷者の応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡しましょう。 

 

【情報の収集と連絡】 

 ○ 施設の破損状況や施設周辺の危険性について確認しましょう。 

 ○ テレビ、ラジオ、インターネットなどで地震の震源地や規模、余震、津波情報、周辺の被害状

況や交通状況など、必要な情報を収集しましょう。 

地 震 発 生

〇消火活動 〇安否確認と救護活動 〇職員の参集

〇情報の収集と連絡

〇施設外へ避難 〇施設内の安全な場所へ避難

〇家族への報告 〇健康ケアとメンタル対策 〇他の施設への受入要請

立地条件や被災状況などで対応が分かれる
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 ○ 職員間で十分な意思疎通や情報の共有化が図られるよう、ホワイトボードや掲示板に被害情報

などを記入しましょう。 

 ○ 災害の正確な情報を伝えて、入所者（利用者）の動揺や不安を解消するとともに、避難の準備

など適切な行動が取れるようにしましょう。 

 ○ 施設が被災した場合には、消防や市町村の防災担当課等に応援を要請するとともに、必要な指

示をうけましょう。また、施設の被災状況は、市町村の高齢福祉担当部署にも速やかに連絡しま

しょう。 

 

【施設の休業判断】 

 ○ 収集した情報や被災の状況に基づき、適切に臨時休業の判断をしましょう。 

 ○ その日の利用者があらかじめ特定できる施設や通院の施設については、利用者が家を出る前に

休業の連絡をするようにしましょう。 

 ○ サービスや診療の開始後に休業決定をした場合の利用者の帰宅方法や家族に対する引受けの要

請については、状況等を十分考慮し、判断しましょう。 

 ○ 家族への引渡しは、家族等の判断で連れ帰ることがないよう、職員立会いのもとで利用者や引

受人の氏名、引渡時刻を記録するようにしましょう。 

 

【避 難】 

 ○ 避難先や避難経路の安全を確認しましょう。 

 ○ 避難は、施設の立地状況や被害状況により異なります。市の防災担当課、消防その他の防災関

係機関からの情報や周辺の状況なども含め、総合的に判断しましょう。 

 ○ 避難誘導については、放送設備の使用以外にも、視覚障害者や聴覚障害者等も考慮した方法も

検討しましょう。 

 ○ 避難放送にあたっては、早口をさけ落ち着いた口調で、同一内容を 2回程度繰り返し行い、パ

ニック防止に努めましょう。 

 ○ エレベーターによる避難は、原則として行わないようにしましょう。 

 ○ 施設職員が不足している場合、地域の協力者の協力も得て避難するようにしましょう。 

 ○ 負傷者の応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡しましょう。 

 ○ ブレーカーの切断など、二次災害発生の防止措置をとりましょう。 

 ○ 余震についても十分注意しましょう。 

 

【家族への報告】 

 ○ 災害用伝言ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡方法により、家族に入所者（利

用者）と施設の状況を伝えましょう。 

 

【健康ケアとメンタル対策】 

 ○ 入所者（利用者）の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努めましょう。 

 ○ 心身の変調が著しい入所者（利用者）に対しては、嘱託医、かかりつけ医に相談し、医療機関

への受入れ要請が必要か、早期の検討をしましょう。さらに、医療機関の受け入れが困難な時は、

市町村や都道府県などの関係機関との調整をしましょう。 

 

【他の施設等への受入れ要請】 

 ○ 施設が被災し、休業せざるを得ない場合は、協力施設や市町村とも協議し、入所者（利用者）

を他の施設等で受け入れてもらうようにしましょう。 
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 ○ 他の施設等に引き受けてもらう際には、「施設ご入所様一覧表」などにより、入所者（利用者）

の配慮事項等をきちんと伝えましょう。 

 

＜地震時のチェックシート＞ 

予期せずして発生した地震により、普段は簡単に気付くことが、施設内外の混乱から平静を失い、

防火、救助、避難対策の遅れで二次災害を招くといったことがないよう、緊急時の備忘録としてチェ

ックし早急な対応ができるようにする。 
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３．火災 

 

常日頃から注意をはらい、いざという時に備えておく必要がある災害です。 

 

【非常災害時の行動手段】 

 

 

 

【通報連絡】 

 ○ 自動火災報知設備のベルが鳴り出した場合は、受信盤で出火場所の確認を行い、直ちに１１９

番通報をしましょう。 

 ○ 現場確認者等は、消火器、連絡のための携帯電話を携行し、現場状況の確認をしましょう。 

 ○ 自動火災報知設備のベルが鳴り出す前に、火災発見者等から火災の連絡を受けた時も、直ちに

１１９番通報しましょう。 

 ○ 自動火災報知設備のベルが鳴り出したり、火災発生の確認をしたら、館内放送等により火災が

発生したことを知らせましょう。 

 ○ 総括責任者（代行者）及び関係者への火災発生の連絡をしましょう。 

 ○ 自動火災報知設備の受信盤により、火災発生場所が確認できたら、安全な避難経路の検討、確

認をしましょう。 

 ○ １１９番通報の際、燃えているもの、燃焼範囲、逃げ遅れた者の有無等把握できない場合でも

通報し、状況が確認でき次第、随時通報するようにしましょう。 

 

【消火活動】 

 ○ 出火を発見したら、直ちに消火活動を開始しましょう。また、消火班は、館内の消火器を集

め、それを持って現場へ向かいましょう。消火できない場合は、消防に連絡するとともに、入所

者（利用者）の避難が必要か、どうか判断しましょう。 

 ○ 消火活動を行うとともに、窓、扉、防火戸や防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止を行

いましょう。 

通報
●第１発見者又は通報担当

が119番通報

・１１９番通報 →「火事
です」→ 住所、施設の
名称 → 燃えているもの
→ 建物の状況→ 逃げ遅
れた者の有無→ 通報者
の氏名 →電話番号

確認
●自動火災報知設備の受信

機近くにいる者は、火災
発生場所を確認し、現場
の状況確認を行う。

自動火災報知設備ベル鳴動

情報伝達
●現場を確認した者は、自

衛消防隊長（防火管理
者）に連絡する。

情報伝達
●通報担当は、建物内にいる人

に火災が発生したことを知ら
せる。

●通報担当は自衛消防隊長（防
火管理者）に連絡する。

消防隊 到着
●通報担当は、消防隊に情報提

供する。
・全員避難したか？
・負傷者はいるか？
・出火箇所はどこか？
・初期消火の状況
・その他必要事項

初期消火
●消火担当は、消火器または屋

内消火栓による消火活動
・電気火災は感電の心配がある

ため、ブレーカーを落とし、
電源を遮断してから消火する。

避難誘導

●避難誘導担当は、大声でどこ
からどこへ避難できるか指示
する。

・出火箇所を避け、煙等の被害
がでない経路を選択する。

・ハンカチ等を鼻と口にあて、
煙を吸い込まないように姿勢
を低くして避難するよう指示
する。

火災発見 第１発見者「火事だ！」と叫ぶ

情報伝達
●消火担当は、窓、扉を閉め、

火元を遮断する。

情報伝達
●避難誘導担当は、非常グッズ

を持ち、外の安全な場所に避
難する。

●自力で避難できない人を避難
場所まで搬送する。

避難場所に集合・待機
●負傷者はいないか。
●誘導は間に合っているか。

避難人員の確認
●避難担当は、避難人員の確認。
（搬送者も含む）



59 

 

 

【避難誘導】 

 ○ 火災が発生した場合、直ちに避難誘導を行うかどうかについては、火災の規模や発生場所等に

より違うため、統括管理者（代行者）は、出火場所や火災の程度、消火活動状況等を総合的に、

かつ短時間で判断し、責任を持って避難誘導の開始を指示しましょう。 

 ○ 火災が発生したときは、入居者等を一時的に安全な場所に移し、火災の状況により避難が必要

な場合は、順次、屋外へ避難しましょう。 

 ○ 避難時は、火元に近い者を優先し、次に火元の直上階の者を優先しましょう。 

 ○ 上記の者以外に、避難に介助の必要な方も考慮しましょう。 

 ○ 避難誘導については、放送設備の使用以外にも、視覚障害者や聴覚障害者等も考慮した方法も

検討しましょう。 

 ○ 避難放送にあたっては、早口を避け、落ち着いた口調で、同一内容を 2回程度繰り返し行い、

パニック防止に努めましょう。 

 ○ エレベーターによる避難は、原則として行わないようにしましょう。 

 ○ 施設職員が不足している場合、地域の協力者の協力も得て避難するようにしましょう。 

 ○ 負傷者及び逃げ遅れた者についての情報を得たときは、直ちに統括責任者（代行者）に連絡し

ましょう。 

 ○ 避難終了後、速やかに入所者（利用者）、職員の人員点呼を行い、逃げ遅れの者の有無を確認

し、統括責任者（代行者）に報告しましょう。 

 ○ 負傷者の応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡しましょう。 

 

【職員の参集】 

 ○ 参集基準に基づき、職員に参集を求めましょう。あわせて、総括責任者（代行者）が不在の場

合は、必要な指示を受けるようにしておきましょう。 

 ○ 夜間に発生した場合、職員が参集するまで、数少ない当直職員等での対応となりますが、総括

責任者（代行者）の指示の下、落ち着いて的確な初動活動に努めましょう。 

 

【家族への報告】 

 ○ 事前に定めた災害時の連絡方法により、家族に入所者（利用者）と施設の状況を伝えましょ

う。 

 

【健康ケアとメンタル対策】 

 ○ 入所者（利用者）の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努めましょう。 

 ○ 心身の変調が著しい入所者（利用者）に対しては、嘱託医、かかりつけ医に相談し、医療機関

への受入れ要請が必要か、早期の検討をしましょう。さらに、医療機関の受け入れが困難な時

は、市町村や都道府県などの関係機関との調整をしましょう。 

 

【他の施設等への受入れ要請】 

 ○ 施設が被災し、休業せざるを得ない場合は、協力施設や市町村とも協議し、入所者（利用者）

を他の施設等で受け入れてもらうようにしましょう。 

 ○ 他の施設等に引き受けてもらう際には、「施設ご入所様一覧表」などにより、入所者（利用

者）の配慮事項等をきちんと伝えましょう。 
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＜火災時のチェックシート＞ 

 

予期せずして発生した火災により、普段は簡単に気付くことが、施設内外の混乱から平静を失

い、防火、救助、避難対策の遅れで二次災害を招くといったことがないよう、緊急時の備忘録として

チェックし早急な対応ができるようにする。 

  

［防火活動］

□　火元の点検やガス元栓の閉鎖（電気器具やライターの使用中止指示を含む）

［消火活動］

□　火災発生時の消火作業、消防署への連絡・避難指示（エレベーターの使用中止を指示）

対　策　方　法

火
　
災
　
発
　
生
　
時
　
の
　
対
　
策

［平静な対応］

□　伝言ダイヤル・携帯メールなどによる外部との連絡・連携・応援要請

□　二次災害の恐れがある場合には、予防策を実施（ブレーカーの切断など）

［安否確認］

□　入所者（利用者）の安否及び負傷程度の施設長（総括責任者）への報告（救援準備）

□　入所者（利用者）への避難誘導連絡と避難誘導班への避難手順指示（色区分等を利用）

［救護活動］

□　負傷者の有無確認、応急手当の実施、安全な場所への誘導

□　負傷者を付近の病院等への移送

［情報の収集等」

□　施設被害の全体像の把握

□　入所者（利用者）の動揺を静め、冷静な対応を指示し、従業者などから情報収集

□　職員や職員家族の安否を確認

□　参集基準に基づく職員への連絡

［避難誘導］

□　火災状況の情報をもとに、総括責任者等において入所者（利用者）の避難の要否判断

□　入所者（利用者）を家族等へ引継依頼

□　担架・車いす・スリッパ・ヘルメット・ロープ・プラカード・ゼッケン等必要品の準備

□　入所者（利用者）の健康ケア、PTSD対策、体調不良者の協力施設等への入所依頼

［避難が不要な場合］

□　備蓄食料、利用可能な設備や器具を利用して入所者（利用者）の安全確保を実施

□　負傷の状況に応じた救急措置と病院への移送

［夜間における対応］

□　夜勤者は、入所者（利用者）の安否確認と負傷者の救護（応急措置）を実施

□　施設の被災状況を判断し、安全なスペースへの移動が必要な場合の応急措置

□　他職員は、参集基準に基づき、対応する

［施設が使用不能となった場合］

□

□

□

□　他の施設等へ受入依頼

□　スタッフの疲労蓄積による怪我、病気等の二次災害に注意

□　避難者の体調の異常の確認、心的外傷後ストレス障害対策を実施

［その他（各施設における対策）］

□

□
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４．津波 

 

 地震発生に伴い、起こりうる災害です。地震が離れた地域で発生し、各自治体に地震災害が起こら

なくても、津波災害が起こることがあります。 

 いざというときに備えておく必要がある災害です。 

 

 

【非常災害時の行動手段】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報収集と連絡①】 

 ○ 津波警報が発令されたら、到着予想時間まで時間があるとしても、早まることもあります。な

るべく早く、避難指示の連絡をしましょう。 

 ○ 正確な情報を伝えて、入所者（利用者）の動揺や不安を解消するとともに、早めに避難行動を

とりましょう。 

○ 津波注意報が発令されたら、テレビ、ラジオ、インターネットなどによる津波情報に注意しまし

ょう。 

○ 津波注意報であっても、満潮時刻と重なると、湾の奥など津波が高くなりやすい場所や低地で

は、浸水の被害が発生する恐れがあります。気象庁や防災関係機関などからも情報を収集しまし

ょう。 

○ 安全な避難場所の確保が困難な地域にあっては、緊急的・一時的な避難のため、市町村が指定し

ている津波避難ビルを活用しましょう。 
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【消火活動】 

 ○ 避難まで時間的余裕があり、可能な場合は、「火の始末」やガスの元栓を閉めるなど二次災害の

防止をしましょう。 

 

【避 難】 

 ○ 避難先や避難経路、避難の方法を確認しましょう。 

 ○ 津波警報が発令されてから、津波到達まで時間が短い場合もあります。避難方法や移動手段な

ど検討して決めておきましょう。 

 ○ 避難誘導については、放送設備の使用以外にも、視覚障害者や聴覚障害者等も考慮した方法も

検討しましょう。 

 ○ 避難放送にあたっては、早口をさけ落ち着いた口調で、同一内容を 2回程度繰り返し行い、パ

ニック防止に努めましょう。 

 ○ 可能であれば、ブレーカーの切断など、二次災害発生の防止措置をとりましょう。 

 ○ 津波警報が発令されたら、到達予想時間まで時間があるとしても、早まることもあります。な

るべく早く、近くの 3階建以上の大きな建物の 3階以上部分か、または津波避難ビルに指定され

ている建物へ避難してください。 

 

【職員の参集】 

 ○ 施設近辺に在住の職員は、家族の安全が確保され、避難まで時間的余裕がある場合は、参集基

準により、自発的に参集しましょう。 

 ○ 参集場所は、避難所等になることもあるので、職員への連絡方法を決めておきましょう。 

 ○ 夜間の場合、数少ない当直職員等での対応となりますが、総括責任者（代行者）の指示の下、

落ち着いて的確な初動活度に努めましょう。 

 

【入所者（利用者）等の確認と救援活動】 

 ○ 直ちに入所者（利用者）、職員が避難しているか確認しましょう。 

 ○ 負傷者の応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡しましょう。 

 

【情報の収集と連絡②】 

 ○ 市町村の防災関係機関や消防、警察などから現在の状況など必要な情報を収集しましょう。 

 ○ 正確な情報を伝えて、入所者（利用者）の動揺や不安の解消に努めましょう。 

 ○ 職員にも正確な情報を伝えて、職員間で十分な意思疎通や情報の共有化が図れるようにしまし

ょう。 

 

【家族への報告】 

 ○ 事前に定めた災害時の連絡方法により、家族に入所者（利用者）の状況を伝えましょう。 

 ○ 家族への引渡しは、家族等の判断で連れ帰ることがないよう、職員立会いのもとで入所者（利

用者）や引受人の氏名、引渡時刻を記録するようにしましょう。 

 

【健康ケアとメンタル対策】 

 ○ 入所者（利用者）の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努めましょう。 

 ○ 心身の変調が著しい入所者（利用者）に対しては、嘱託医、かかりつけ医に相談し、医療機関

への受入れ要請が必要か、早期の検討をしましょう。さらに、医療機関の受け入れが困難な時は、

市町村や都道府県などの関係機関との調整をしましょう。 
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【他の施設等への受入れ要請】 

 ○ 施設が被災し、休業せざるを得ない場合は、協力施設や市町村とも協議し、入所者（利用者）

を他の施設等で受け入れてもらうようにしましょう。 

 ○ 他の施設等に引き受けてもらう際には、「施設ご入所様一覧表」などにより、入所者（利用者）

の配慮事項等をきちんと伝えましょう。 
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参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 
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（白紙） 
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Ⅴ．記入様式（記入例） 

 

 

 

 

ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【「非常災害対策計画」記入様式ご活用にあたって】 

※本記入様式における各項目は、本手引き＿Ⅲ、Ⅳ（p.10～63）に対応しています。 

※「記入様式（Word形式）」：弊所HPで別途公開している「記入様式（Word形式）」をダウンロ

ード可能です。「記入様式（Word形式）」は、各施設・事業所の計画の作成状況、立地条件、他

の計画との一体的な作成状況等に応じ、適宜改変して活用いただくことを想定しています。 

※「記入例」：本事業で実施したヒアリング調査にご協力いただいた施設・事業所等がすでに作成

している「非常災害対策計画」等の記載内容をもとに、各項目の「記入例」を記載しています。

参考であることをご了承のうえ、各施設・事業所が「非常災害対策計画」作成・見直しの際の参

考にください。 
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「非常災害対策計画」 
 

 

 

 

 

 

＜他の計画と一体的な作成内容＞ 

 
対象とな

る災害 
想定区域 

対象となる水害または
対象となる土砂災害を
引き起こす自然現象 

該当 

（○） 

該当時期 

（年月） 
備考 

消防計画 － － － － － － 

避難確保計画 

水害（洪
水、内水、
高潮、津
波） 

洪水浸水想定区域 洪水 － － － 

雨水出水浸水想定区域  内水 － － － 

高潮浸水想定区域 高潮 － － － 

津波災害警戒区域 津波 － － － 

土砂災害 

土砂災害警戒区域  
がけ崩れ（急傾斜地の
崩壊） 

－ － － 

土砂災害警戒区域 土石流 － － － 

土砂災害警戒区域 地すべり（地滑り） － － － 

業務継続計画 － － － － － － 

その他の計画
等（    ） 

   － － － 

その他の計画
等（    ） 

   － － － 

 

 

法人名 社会福祉法人○○ 種別 ○○ 

代表者 ○○ ○○ 管理者 ○○ ○○ 

所在地 ○○ ○○ 電話番号 ○○ ○○ 

計画作成年月日 
（改定年月日） 

R6.4.1 非常災害対策計画作成 

 

  

【補足説明】 

※「該当（○）」欄は、「非常災害対策計画」と「避難確保計画」をはじ

め他の計画と一体的に作成する場合ご活用ください。 

・「非常災害対策計画」単体で作成される場合、「該当（○）」欄は使

用しません。 

（記入様式） 
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１．計画作成の目的  

 

 

・施設・事業所の立地条件や利用者特性、運営方針と整合性を保ち、計画作成の目的を記載します。 

・高齢者施設・事業所に義務づけられている「非常災害対策計画」、「消防計画」のほか、浸水や津波、

土砂災害等の災害警戒区域等に立地する場合には「避難確保計画」も含めた一体的な作成が効果的

です。 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の適用範囲  

 

 
・この計画の適用範囲を記載します。 

・適用対象とする入所者（利用者）数について、日中・夜間帯別に記載します。 

・適用対象とする職員数について、日中・夜間帯別に記載します。 

・また、地域住民のほか、災害協定を結んでいる団体・企業など、災害発生時に応援要請が可能な人

数を確認しておきます。 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本手引き：Ⅲ-2（p.10参照） 

 

 

本手引き：Ⅲ-1（p.10参照） 

 

 

 

 
＜記入例＞ 

・この計画は、災害時における入所者（利用者）及び職員の円滑かつ安全な避難を行うことを目的

に作成する。 

・災害の危険が迫っている時、また災害が起きてしまった時に、的確な判断と落ち着いた行動を取

ることが求められるため、水害時、地震発生時及び二次災害の拡大防止を目的に、本計画を作成

する。 

＜記入例＞ 

●対象となる利用者の範囲： 
 ・この計画は、当法人に勤務する者、利用者及び関係するすべての者（家族等）に適用するもの

とする。 
 ・職員、施設利用者の主な状況は下表のとおり。 

人       数 

昼間・夜間 休日 

利用者 施設職員 利用者 施設職員 

昼間 9名 昼間 4名 
休日（平日と同じ） 休日（平日と同じ） 

夜間 9名 夜間 2名 

 
●対象となる災害の範囲： 
 ・この計画は、火災、地震、台風や長雨による風水害等の諸災害に対応するものとする。 
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３．施設・事業所の立地条件の把握と災害予測 

 

 

・施設・事業所の立地場所（周囲の環境）によって、予測する必要のある災害も異なります。施設・

事業所がどんな場所に建っているのか、どんな災害の危険性があるかをしっかり把握しましょう。 

・各市町村が作成する地域防災計画やハザードマップ等を入手したり、消防署や地域に長く住む住民

の方から話を聞いたりして、施設・事業所の立地条件について確認しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本手引き：Ⅲ-3（p.11参照） 

 

 

 
＜記入例＞ 

●川沿いに立地している施設・事業所の場合： 

項目 各施設・事業所の概要 

海抜 ▲▲m 

□□川までの距離 ○○m 

浸水深 △△m 

過去の浸水状況（参考） 
昭和××年□□台風では当施設の立地場所で▲▲m の浸水深が 3
日間続いたとのこと（区長さん）。 

要注意事項 
大雨の際、当施設前の道路は低く、浸水してしまうので、予測でき
る水害の場合、とにかく早めに移動すること（消防署の方）。 

 
●土砂災害警戒区域に立地している（山が近くにある）施設・事業所の場合： 

項目 各施設・事業所の概要 

土砂崩れ等予想箇所 2か所（施設南側、西側） 

過去の土砂崩れ等の状況
（参考） 

・昭和××年◎◎地震で、施設南側の山が崩れた経験あり。 
・昭和××年□□台風で、施設西側の山が崩れた経験あり 
 （いずれも消防署の方）。 

要注意事項 
・地震の場合、南側から離れた場所に移動する。 
・大雨の際は、とにかく早めに他の施設に避難する（消防署の方）。 

 

【補足説明】 

※実際の「記入様式」では、各施設の立地状況に応じて必要と考えられる項目を記入してくだ

さい。 
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＜その他の記入例＞ 

●海沿いに立地している施設・事業所の場合： 

項目 各施設・事業所の概要 

海抜 ▲▲m 

海までの距離 ○○m 

浸水深 △△m 

過去の津波到達までの
時間（参考） 

昭和××年◎◎地震では▲▲分で津波が到達したとのこと（消防署の方）。 

要注意事項 
当事業所立地場所より南側の方が高い地形のため、避難の際は南側に
向かって逃げることを心得る（消防署の方）。 

 
●市街地に立地している施設・事業所の場合： 

項目 各施設・事業所の概要 

海抜 ▲▲m 

□□川までの距離 ○○m 

浸水深 △△m 

過去の浸水状況 
・昭和××年□□豪雨、当施設南 200ｍのマンホールから水が溢れ、
当施設の立地場所一帯が浸水したことあり（消防署の方）。 

要注意事項 
・大雨の際は、とにかく早めに他の施設に避難する。 
・浸水の危険があるので、重要なものは高いところに保管する 
 （いずれも消防署の方）。 

※ハザードマップは「６．避難場所、避難経路、移動手段」に掲載しているため、本ページでは掲載略。  
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４．施設・事業所の設備の理解、安全対策（通信手段の確保を含む） 
 

 

・施設・事業所の設備の理解、安全対策をふまえ、入所者（利用者）の適切な避難方法や避難場所、

避難を開始するタイミングや判断の考え方を検討しましょう。 

・災害発生時には、建物等の損傷や家財の転倒、ガラスの飛散などが発生する可能性があります。日

頃からの安全対策を心がけましょう。 

・停電時には、ラジオ、タブレット、携帯電話等を活用して情報収集することになります。こうした

状況に備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜記入例＞ 

●共通対策：  

 ・各種チェックリストを活用し、上記建物内外、建物周辺の定期点検及び安全対策を行う。 
 ・建物内外、建物周辺の定期点検及び安全対策の時期は、年 2回（9月、1月）とする。 
 ・定期点検及び安全対策の結果をもとに、改善に向けた対応を行う（定期点検及び安全対策実施

日から 2週間以内に検討を開始する）。 
 ・2か月に 1回、複数の通信手段やバッテリーの動作確認を行う（電話、携帯電話、SNS、メール

等）。 
 
●火災対策： 

 ・2か月に 1回、消火設備（消火器、スプリンクラー等）の点検を行う。 
 ・2か月に 1回、ガス機器や石油機器の点検を行う。 
 
●地震対策：  

 ・2か月に 1回、天井からの落下物防止対策の状況を確認する（照明器具、壁掛け時計等）。 
 ・2か月に 1回、備品等の転倒防止策の状況を確認する（机、キャビネット、ロッカー、書棚、

冷蔵庫等）。 
 ・2か月に 1回、家電製品などの転倒・落下物防止対策の状況を確認する。 
 
●停電対策： 

 ・2か月に 1回、懐中電灯、予備の電池等の準備、使用可能かどうかを確認する。 
 ・2か月に 1回、飲料水や生活用水の備蓄状況、期限を確認する。 
 ・年 2回（9月、1月）、石油ストーブ、毛布、携帯カイロ、防寒具等の準備状況を確認する。 
 
●風水害対策、浸水対策 
 ・2か月に 1回、電気、ガス、水道、トイレが一定期間使用不可になることへの対応策として、

備蓄品を確認する。 
 ・2 か月に 1 回、通信手段や可搬式（ポータブル）自家発電設備を高い場所（2 階以上の建物で

あれば 2階以上）に置いているかを確認する。 
 ・2か月に 1回、事業所内の排水溝の点検、樹木の剪定状況を確認する。 
 

本手引き：Ⅲ-４（p.14参照） 

 

 

【補足説明】 

※Eｘcelシート「01.施設・事業所内の設備チェックリスト」、「02.施設・事業所内の安全対策チ

ェックリスト」、 「03.施設・事業所周辺の安全点検リスト」を活用するイメージで記入例を作

成しています（本手引き p.15～16）。 
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５．入所者（利用者）の避難方法に関する情報整理 
 

 

・入所者（利用者）の状態像の変化、利用者の入れ替わり等をふまえ、定期的に利用者の避難方法に

関する情報を確認、更新しましょう。 

・消防や近隣住民などが避難の応援に来た際に、一目で入所者（利用者）一人ひとりの避難方法が分

かるようにしておくことが重要です。 

※「避難時における入所者（利用者）の安全確保」という点に照らして、本手引きでは入所者（利用

者）の避難方法に特化した情報整理を重視して記載しています（「避難先でのケアの継続に必要な情

報」は、記載していません）。 

 

 

 

 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ＜記入例＞ 

・定期的に入所者（利用者）の避難方法に関

する情報を確認し、「避難時の入所者（利用

者）情報リスト」に整理する。 

・確認（更新）時期：以下に該当する時期の

2週間以内に行う。 

 －入所者（利用者）の入れ替わり後 

 －介護度変更後等 

・確認時期の情報をもとに、非常災害対策計

画、避難訓練の内容の見直しを検討する。 

・あわせて、入所者（利用者）居室ドアに貼

ってある避難情報に関するシールも張り

替える（避難方法に関する情報収集から 1

週間以内）。 

日付：2021/06/09時点

部屋番号 利用者氏名 避難方法 色分け

101 ○○　○○ 車いす

102 ○○　○○ ベッド/担架

103 ○○　○○ ベッド/担架

104 ○○　○○ 車いす

105 ○○　○○ ベッド/担架

106 ○○　○○ 車いす

107 ○○　○○ 車いす

108 ○○　○○ ベッド/担架

109 ○○　○○ 車いす

201 ○○　○○ 独歩、手引き

202 ○○　○○ 独歩、手引き

203 ○○　○○ 車いす

204 ○○　○○ 車いす

205 ○○　○○ 独歩、手引き

206 ○○　○○ 独歩、手引き

207 ○○　○○ ベッド/担架

208 ○○　○○ 独歩、手引き

209 ○○　○○ ベッド/担架

独歩、手引き 5 名
車いす 7 名
ベッド/担架 6 名

合計 18 名

避難時の入所者（利用者）情報リスト（記載例）

【補足説明】 

※Eｘcelシート「04.避難時の入所者（利用者）情報リスト」を活用するイメージで記入例を作

成しています（本手引き p.18）。 

本手引き：Ⅲ-５（p.17参照） 
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６．避難場所、避難経路、移動手段 

 

 

・災害の状況や施設の立地、利用者の状態像等を勘案し、複数の避難場所、避難経路、移動手段を検
討、確保しましょう。 

・気象台や市町村の防災部局等から施設・事業所の立地や安全な避難経路等に関する情報を入手し、
安全と思われる避難場所や避難経路を選びましょう。 

・利用者の避難方法の確認・更新に伴い、各避難場所への避難を想定した移動時間の計測を行いまし
ょう。 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
＜記入例①＞ 

●避難場所、避難経路： 
 ・避難先は指定緊急避難場所とする。（当施設周辺の浸水深は 1～2ｍ未満であり、屋内安全確保

は危険であるため、立ち退き避難とする。） 
 ・避難場所（1）の元気の泉に避難するが、元気の泉が満員であった場合は避難場所（2）久慈東

高等学校に向かう。 
 ・逃げ遅れや、激しい雨が継続するなどして、避難場所（1）まで移動することがかえって危険

を及ぼすと判断した場合は、避難場所（3）（4）のいずれかに避難する。（浸水区域外への移動
を優先する） 

 ・避難場所までの避難経路については、「避難経路図」のとおりとする。 
 ・避難場所（1）元気の泉への避難経路は避難経路①を使用する。 
 ・日中で、避難経路②が浸水していないことを確認できた場合は、避難経路②を使用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●避難誘導： 
 ・避難先までの移動手段は以下のとおりとする。 

 名称 移動距離 移動手段 

避難場所（1） 元気の泉 2700m 車両 2～3台 

避難場所（2） 久慈東高等学校 3800m  

避難場所（3） 天神堂公民館 500m  

避難場所（4） 寺里公民館 1700m  

屋内安全確保 －   

 

 

本手引き：Ⅲ-６（p.19参照） 

 

 

出典：「要配慮者利用施設に

おける避難に関する計画作

成の事例集（水害・土砂災

害）」（平成 31 年 3 月_第 3

版、内閣府）_「特定非営利

活動法人ファミリーサポー

トおひさま_グループホーム

ひだまり_洪水時の避難確保

計画」より引用。 
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 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
＜記入例②＞ 

●避難場所： 
 （1）火災時：第一避難場所（車庫前） 
        第二避難場所（◎◎集会所） 
 （2）水害時：第一避難場所（▲▲老人ホーム） 
        第二避難場所（□□老人ホーム） 
 （3）地震時：第一避難場所（車庫前） 
        第二避難場所（◎◎集会所） 
 ※大地震発生時：施設が使用できないような壊滅的な大被害をもたらす大災害時に一時的に集合

する場として近くの公園等を指定しておく。 
 
●移動時間に要する時間の計測、非常災害対策計画及び避難訓練への反映 
 ・各種災害の避難訓練時、各避難所までの移動時間を計測し、「避難訓練記録シート」に記入す

る。 
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７．避難を開始するタイミング、判断の考え方 
 

 

・ニュースや市町村の防災部局等から避難に関する情報を入手したときや、施設・事業所及び周辺で

普段と異なる状態を発見したとき等、早めに避難を開始できるよう、避難開始時期や判断基準を定

めておきましょう。 

・早朝や夜間帯等、職員数が少ない時間帯でも、すべての職員が同じ判断と行動ができるよう、施設・

事業所でルールを定めて共有し、定期的に確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本手引き：Ⅲ-7（p.23参照） 

 

 

＜記入例＞ 

●【避難を開始する時期、判断基準】浸水被害の場合： 

・避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル 3）が出された場合。 

・大雨警報が続き、○○川（○○ 地点）氾濫警戒情報が発令された場合。 

・○○川（○○ 地点）の堤防の水位上昇時間間隔が、前の 3時間と比較して短くなったことを

確認した場合。 

 

●【避難を開始する時期、判断基準】土砂災害被害の場合： 

・避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル 3）が出された場合。 

・大雨警報が続き、○○川（○○ 地点）氾濫警戒情報が発令された場合。 

・近隣の河川が短時間で危険水位を超え、強い雨が降り続いている場合。 

 

【補足説明】 

※実際の「記入様式」では、災害の種類に応じて必要と考えられる項目を記入してください。 
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８．災害に関する情報収集、整理 

 

 

・情報収集は、災害に対する警戒避難体制をとるための重要な役割です。あらかじめ、収集する情報

と入手手段を確認しておきましょう。 

・情報収集の担当者は、気象情報や災害情報等、テレビ、ラジオ、インターネットのほか、Twitter等

のＳＮＳ等を活用し、積極的に情報収集することが重要です。その際、発信元の信頼性について、

留意が必要です。 

・行政機関やマスコミ等から提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況、

斜面等に危険な前兆がないか等の確認を、安全に配慮して危険な場所に近づかないよう施設内から

行いましょう。 

・収集した情報は、職員間で共有しましょう。 

 

 

 

 

 

 

【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜記入例＞ 

●収集する情報の項目と方法、担当者： 

項目 収集方法 担当者・責任者 

気象情報 ・テレビ、ラジオ、インターネット 情報収集担当者 

警戒レベル（例：警戒レベル
3（避難準備・高齢者等避難開
始））等 

・市の HP、市からの緊急通報メール 

・テレビ、ラジオ、インターネット 
情報収集担当者 

入所者（利用者）・職員の状況

把握 

・緊急連絡網により電話確認 管理者 

・施設内の利用者の目視確認 夜勤勤務者 

建物の被害状況の把握・記録 ・介護員からの情報収集 防災管理者 

ライフラインの被害状況 ・市の無線広報内容を聞いて把握 副管理者・生活相談員 

関係業者との連絡 ・関係業者一覧表による 生活相談員 

その他関係先との連絡 ・関係防災情報一覧表 事務長 

 

●収集した情報の共有方法 

 ・警戒レベル：情報収集担当者は、常時、気象情報を確認し、警戒レベル 1 の段階で、管理者に

は電話で、職員には一斉メールで連絡する。⇒管理者は避難の判断 

 ・警戒レベル以外の情報：各担当者・責任者は、異常を発見した時点で、管理者に電話またはメ

ールで連絡する。⇒管理者が状況に応じて判断 

本手引き：Ⅲ-８（p.26参照） 

 

 

【補足説明】 

※記入例及び本手引き p.27を参考に、施設・事業所の状況に応じて必要と考えられる項目

を記入してください。 
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９．災害時の人員体制、指揮系統の検討、整理 

 

 

・統括責任者のもと、適確な情報収集、伝達、迅速な避難行動ができるように、「誰が何をするのか」

を明確にし、必要な業務を実施できる人員を確保しておくことが重要です。 

・夜間など、平日の日中に比べて、職員の数が少ない場合の対応策も検討しておきましょう。 

・夜間や休日に、災害関連情報が発表された場合における職員の参集基準を定めておきましょう。 

・また、災害の状況が悪化した段階になると、交通の停止等により、職員が施設・事業所に駆け付け

ることできないおそれがあるため、夜間や休日における避難支援要員及び外部の避難支援者の確保

策を検討しましょう。 

・あわせて、通所施設等を併設している施設の場合、臨時休業等の基準も作成しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本手引き：Ⅲ-9（p.28参照） 

 

 

＜記入例＞ 

１．職員の役割分担 

●総括責任者：避難の判断等防災対策についての指揮ほか全般を行う。 

●情報収集・連絡担当：  
 （担当業務） 
 ・気象・災害の情報収集 
 ・職員への連絡、職員・職員家族の安否確認 
 ・関係機関との連絡、調整  等 

●救護班：  
 （担当業務） 
 ・負傷者の応急手当 
 ・医療機関との連絡調整  等 

●安全対策班：  
 （担当業務） 
 ・利用者の安全確認 
 ・施設、設備の被害状況確認 
 ・利用者への状況説明 
 ・利用者の避難誘導  等 

●物資班： 
 （担当業務） 
 ・食料、飲料水ほか備蓄品の管理、払出 
 ・備蓄品の補給（販売店への発注）  等 
 

２．外部の避難支援者 

●協力者として 6名を計画（△△消防団） 
●大雨警報や警戒レベル２発令時に避難支援協力者への事前協力要請を実施する。 
 
３．職員の参集基準 
記載略（※本手引き p.29参照）。 
 

【補足説明】 

※Eｘcelシート「05.役割分担表」を活用するイメージで記入例を作成しています（本手引き

p.29）。 
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10．連絡体制の整備 
 

 

・状況に応じて職員が速やかに集合できるよう、固定電話や携帯電話のほか、メールの一斉配信や SNS

の活用なども整えましょう。 

・緊急事態発生時や急激に災害が切迫し、安全な立退き避難が難しい場合に、市町村や消防その他の

防災機関等に対して速やかに連絡・通報できるよう、連絡先を一覧で整理しておきましょう（日中・

夜間帯別）。 

・また、利用者家族への連絡先や連絡手段についても、一覧で整理しておきましょう。非常時には、

電話回線がつながりにくくなるおそれもあるため、メールや SNSなどによる連絡方法についても周

知しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
＜記入例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

本手引き：Ⅲ-10（p.30参照） 

 

 

【補足説明】 

※Eｘcelシート「06.緊急連絡先一覧表」を活用するイメージで記入例を作成しています（本手引

き p.30）。 
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11．関係機関（自治体、関係団体等）、地域住民等とのネットワークづくり 

 

 

・日頃から、消防関係者や自治体の防災部局、福祉部局等との関係を構築しておくことで、避難の実

効性を高める助言等を得られると考えられます。 

・災害が発生した場合には、避難時等に、地域住民の協力も必要となることから､施設が立地する周辺

地域とは、日頃から連携を図っておきましょう。 

・近隣施設、類似施設間で、利用者の一時受け入れや職員派遣等の災害時協定を結ぶなど、協力関係

を確保しておきましょう。 

 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ＜記入例＞ 

・地域消防団との協議会を実施し、施設設備等の設置状況を説明するなど情報交流を行うとともに
合同の防災訓練を実施する。 

・運営推進会議に出席した委員に、避難訓練への参加を依頼する。 
・◎◎地区の防災訓練に参加する。 
・▲▲県の□□協会に参加し、災害時の応援協定締結を検討する。 
 

本手引き：Ⅲ-11（p.32参照） 
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12．備蓄品等の準備・確保 
 

 

・救援物資が届くまで、少なくとも３日間程度は自力で対応できるよう、食料や飲料水などを職員分

も含めて備蓄しておきましょう。 

・避難先での対応に備え、必要となる物資や器材をリストアップし、非常時用持ち出しセットとして

準備しておきましょう。 

・備蓄品リストを作成し、定期的に在庫や期限切れがないかをチェックをしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本手引き：Ⅲ-12（p.37参照） 

 

 

＜記入例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

【補足説明】 

※Eｘcelシート（「07.備蓄品リスト」を活用するイメージで記入例を作成しています（本手引き

p.38）。 
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13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実施 

 

 

・職員の災害に対する理解と関心を高め、全職員がいざというとき適切な判断と行動ができるよう、

各種災害の基礎知識や平常時、災害時に取るべき行動等を内容とする防災教育を実施しましょう。 

・土砂災害、洪水、高潮などの風水害や地震の発生を想定して、定期的な避難訓練を実施しましょう。 

・早朝や夜間等、職員が少ない時間帯を想定した避難訓練を行いましょう。 

・避難訓練には市町村の防災担当課又は福祉担当課、消防その他の防災関係機関等の協力を得て実施

するよう努めましょう。 

・地域住民の中の協力者や近隣施設の参加も得て、防災訓練を実施しましょう。 

・訓練実施後は、実施内容や反省点等のふりかえりを行いましょう。 

 

 

 

 

 

 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本手引き：Ⅲ-13（p.39参照） 

 

 

 

 
＜記入例①＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害対応訓練及び防災教育の実施 

（１）災害対応訓練 

 有事の際に迅速かつ的確に行動がとれるように、災害対応訓練を毎年 1 回以上実施する。 

 （防災の日 9/1 防災週間 8/30～9/5 等に合わせて訓練を実施） 

 訓練には、次の事項を盛り込む 

 ・地震発生時の初期対応に関すること 

 ・災害対策本部の設置及び運用に関すること 

 ・情報の収集、伝達に関すること 

 ・火災発生時の対応に関すること 

 ・救出救護に関すること 

 ・通報・初期消火・避難に関すること 

 ・水害等の災害に関すること 

 

（２）防災教育 

 次の教育を毎年 1 回以上実施する。 

 ・当施設、事業所の防災マニュアルの概要について 

 ・各員の任務と行動基準について 

 ・災害の一般知識について（地震・水害・火災等） 

 ・応急処置について 

 

（３）その他 

 各事業所において、防火管理者・防災管理者講習者の選任を行い、各事業所の防災に対する

取り組みの強化を図る。 

【補足説明】 

※Eｘcelシート（「08.避難訓練記録シート」を活用するイメージで記入例を作成しています

（本手引き p.40～41）。 
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 【各施設・事業所記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
＜記入例②＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

●防災教育 

 施設管理者は、河川の氾濫や土砂災害、地震の危険性や前兆現象など、警戒避難体制に関す

る事項を職員に教育し、情報受伝達や自主避難の重要性を理解させる。 

(1) 教育内容 

 ① 土砂災害(河川の氾濫)の危険性 

  ・過去の災害事例 ＊教訓 ＊施設周辺災害履歴 等 

 ② 土砂災害(河川の氾濫)の前兆現象 

  土砂災害の前兆現象及び河川の氾濫の前兆現象に関する理解を深めておく。 

 ③ 情報受伝達体制 

  ・情報の種類(気象情報・避難情報) 

  ・どこから、どのような情報が、どんな手段で伝達されたか 

  ・入手した情報を、どう伝達するのか 

 ④ 避難判断・誘導 

  ・自主避難の判断の重要性(がけ崩れ前兆現象、避難準備情報等) 

  ・自主避難の判断は、原則施設管理者であるが、連絡が取れない場合などは、 

   その場の責任者が判断を行う。 

  ・避難場所の確定(安全な避難場所の事前選定の重要性)。予測被災に基づく 

   避難場所選定のシミュレーション 

  ・誰が、誰を、どのように誘導するか又は避難措置をするのか 

 ⑤ マニュアル 

  ・班体制の確認 

  ・職員の役割確認 

  ・職員の駆けつけ体制 

(2) 教育時期 

  出水期(梅雨や台風接近)を迎える時期又は 1月 17日（阪神・淡路大震災）の時期 

  に防災教育を実施する。 

 ＊実施時期 ＊研修時間 ＊参加対象者 など 

 

●訓練 

 訓練は、防災教育の一環として実施することが望ましいことから教育時期に合わせて実施す

る。 

(1) 訓練内容 

 ① 情報受伝達訓練(情報の受付方及び情報の発信方法) 

 ② 避難判断訓練(特に自主避難についての判断) 

 ③ 避難誘導訓練(誰が、誰を、どこへ誘導するか、服装のチェック) 

 ④ 避難訓練(要介護度に応じた避難方法、階段避難方法等) 

 

(2) 訓練検証 

 訓練実施後は、必ず訓練参加者でミーティングを行い、訓練状況の検証をし、本マニュアル

の検証に反映させる。 

出典：「（別添 4）土砂災害(河川の氾濫)対応マニュアル」（平成 28年 9月 6日第 2版制定、神戸市老人福祉

施設連盟災害対策委員会）_「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・

徹底について」（平成 28年 9月 9日、老総発 0909第 1号、老高発 0909第 1号、老振発 0909第 1号、老老

発 0909第 1号、厚生労働省老健局総務課長、高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長） 
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Ⅵ．高齢者施設・事業所において作成が求められる防災計画等に

関する参考資料 

 

 

１．主な防災計画等の根拠法令等 

 

２．計画に定めるべき項目 
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１．主な防災計画等の根拠法令等 

 

 

 

  

※1 具体的な施設種別は、「介護保険施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の点検及び指導・

助言について」（平成 29年 1月 31日老総発 0131第 1号、老高発 0131第 1号、老振発 0131第 1号、老老発 0131

第 1号）、「障害者支援施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の点検及び指導・助言につい

て」（平成 29年 2月 1日障障発 0201第 1号）、「救護施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実

施の点検及び指導・助言について」（平成 29年１月 31日社援保発 0131第 2号）、「児童福祉施設等における非常

災害対策計画の策定及び避難訓練の実施の調査及び指導・助言について」（平成 29年 2月 20日雇児総発 0220第

２号）により実施した点検の対象施設・サービス種別に記載のもの。 

※2 第 232 回社会保障審議会介護保険給付費分科会「【資料 3】業務継続に向けた取組の強化等（改定の方向

性）」,2023（令和 5）年 11月 27日、p.16を参考に作成。 

※3 児童福祉施設については原則努力規定。 
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２．計画に定めるべき項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 避難確保計画の下線部分は避難確保計画にのみ記載が求められるものであるため、非常災害対策計画に下線項

目を加えることで、避難確保計画を作成したとみなすことが可能。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和5年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業） 

「高齢者施設における非常災害時における地域ネットワーク構築の促進及び 

訓練の実効性の確保に関する研究事業」 

 

高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために 

―非常災害対策計画作成・見直しのための手引き_ver.2― 

 

 

2024（令和6）年 3月 

一般財団法人 日本総合研究所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


